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１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間事業者等が

有するノウハウを活用することにより、市民サービスの質の向上を図ることを目的として、平成 15

年６月の地方自治法改正により導入されました。当該改正により、それまで公共団体等に限られてい

た「公の施設」の管理運営について、企業及び NPO法人等を含む幅広い団体に委ねることが可能とな

りました。 

このたび、令和９年４月１日から横浜市上郷地区センターの管理運営を行う指定管理者の選定にあ

たり、次のとおり広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 公募の概要 

(1) 対象施設 

横浜市上郷地区センター（以下、「上郷地区センター」という。） 

施設の詳細については「横浜市上郷地区センター関連資料」を参照してください。 

(2) 指定期間 

令和９年４月１日から令和 14年３月 31日まで（５年間） 

(3) 指定管理者の公募、選定及び指定(「５ 公募及び選定に関する事項」参照） 

横浜市は、「横浜市栄区地区センターの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱」に基づき公

募型プロポーザル方式による提案審査を行い、横浜市地区センター条例（以下「条例」という。）

第 13条第１項に基づき設置される「横浜市栄区地区センター指定管理者選定委員会」（以下「選定

委員会」という。）の意見を尊重して、指定管理者の候補者（以下「指定候補者」という。）及び指

定候補者を指定管理者として指定できない場合に指定候補者に代わって指定候補者となる者（以下

「次点候補者」という。）の選定を行います。 

その後、市会の議決を経て、指定管理者として指定します。 

(4) 施設の休館等 

上郷地区センターは、設備の老朽化等により、指定期間中に一部改修工事を実施する可能性があ

ります。工事内容・時期・影響範囲は未定ですが、諸室の利用制限が発生する可能性があります。 

工事の詳細が決まり次第、横浜市と指定管理者で協議のうえ、工事期間中の施設運営及び指定管

理料の取扱いを調整します。 

(5) 問合せ先 

〒247-0005 横浜市栄区桂町 303－19 

栄区地域振興課区民施設担当 

電話：045（894）8393 Fax：045（894）3099 

E-mail：sa-shisetsu@city.yokohama.lg.jp 

 

３ 指定管理者が行う業務 

区分 業務の内容 経費の負担 

指定管理

業務 

① 管理業務 

・ 施設の利用の許可等に関すること。 

・ 施設の運営に関すること。 

・ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

・ その他の指定管理業務 

・ 利用料金 

・ 指定管理料 

・ 利用者負担（実費） 

② 指定事業 

・ 横浜市地区センター条例第２条第２項に規定する事業

の実施等に関すること。 

指定管理

業務の範

囲外 

③ 自主事業 

・ 施設の魅力向上や利用促進、利用者サービスの向上等

を目的として、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、か

つ、一定の要件を満たした場合に指定管理者の提案によ

り実施可能な事業。 

・ 設置目的に合致するか否かによって分類が異なります。 

設置目的内 自主事業（Ａ型） 

設置目的外 自主事業（Ｂ型） 
 

・ 指定管理料の充当

は不可。 

 

※ 自主事業に関する詳細については、「指定管理者制度における実務手引き」を参照してください。 
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４ 地区センターの概要 

(1) 施設の設置目的 

地区センターは、「地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポー

ツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として横浜市

に設置される施設です。（条例第１条） 

また、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習、講演会、研究会、展示会その他各種

集会の開催、その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項のために地域住民のだ

れもが気軽に利用することができます。（条例第２条） 

地区センターのほか、コミュニティハウス、集会所、スポーツ会館が“地区センター”として条

例に位置付けられています。 

これらの施設を利用した様々な活動をきっかけに、地域コミュニティの醸成や地域の連携を図っ

ていただくため、幅広い層の市民が気軽に利用できる施設です。また、前述の目的である利用者の

生活環境の向上を支援することに加えて、地域コーディネート※を行う施設として運営を行いま

す。 
 

※ 地域コーディネートとは 

・ 地域づくり（共助の仕組みづくり）の仕掛けを行うことです。 

・ 地区センター及びコミュニティハウスは「地域の誰もが集い学べる生涯学習の場」である強み

を生かし、地域をサポートする中で人や地域人材、団体、機関をつなぎ、新たなまちづくりの担

い手を発掘・育成する地域コーディネート機能をより充実させることを目指します。 
 
(2) 施設の管理に関する基本的な考え方 

本業務を遂行するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこととします。 

ア 地区センター等の設置理念に基づき、地域コミュニティの醸成や地域の連携に寄与できるよう

管理運営を行います。 

イ 地区センター等は公の施設であり、その利用に際しては平等かつ公平な取扱いを行います。 

ウ 質の高いサービスの提供と効率的な業務の執行により、施設の特性を最大限活用できるよう、

創意工夫に基づく効果的な管理運営を目指します。 

エ 地域住民や利用者の意見・要望等を真摯に受け止め、利用者サービスの向上に努め、施設の利

用促進を図ります。 

オ 建物、建物以外の工作物、土地及び設備（以下、「施設及び設備」という。）の内容を充分に把

握したうえで、すべての施設及び設備を清潔かつその機能を正常に保持し、利用者が快適で安全

に利用することができるよう適正な維持管理を行います。 

カ 個人情報の保護や各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全かつ安全な業務執

行を図ります。 

キ 管理運営費の節減に努めます。 

(3) 実施事業（具体策） 

横浜市上郷地区センター関連資料「２ 実施事業」（26ページ）を参照してください。 

(4) 職員配置及び経費等（施設運営体制） 

ア 職員配置 

(ｱ) 配置体制 

指定管理者は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、地区センターに館長を配置するも

のとする。開館時間中は、常時２名以上の職員体制（常勤・非常勤の別は問いません）をとる

ものとし、運営に支障が生じることのないよう曜日や時間帯に応じた必要な人数の職員の配置

を適切に行うものとします。 

(ｲ) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 

ａ 館長は、１名配置するものとし、施設職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する

立場であるため、施設に専属して配置することを基本とします。特別に他施設と兼務させる

場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営できる人員体制、緊急時の対応体制等が確

立され、利用者サービスや責任の所在においても問題がないことを絶対条件とします。（こ

の点については、応募団体が、本公募の事業計画書において説明することとします。） 

ｂ 職員の雇用にあたっては、労働基準法その他の労働関係法令を遵守します。 

ｃ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域



 

3 

より採用し配置することとします。 

ｄ 施設管理等に関する専門業務を外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基

づき、当該業務に必要な有資格者を配置します。 

ｅ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施します。 

ｆ 指定管理者は、職員の就業規則を定めます。 

ｇ 指定管理者は、職員を雇用する際、雇用条件等について事前に十分な協議を行い、双方の

合意を得たうえで労働契約を締結します。 

イ 指定管理料等 

横浜市は、各事業等の経費に充てるため、指定管理者に対して次の考え方に基づき指定管理料

を支払います。 

＜収支の考え方＞ 

(ｱ) 収入 

ａ 施設運営収入（様式６の【ア】） 

(a) 利用料金 

・ 指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自らの収入とすることができます。 

・ 利用料金収入見込額を超えて収入があった場合は、指定管理者の収入とすることがで

きます。 

・ 収入見込額に不足額が生じた場合には、指定管理者がその額を補填します。 

・ 指定管理者の収入となる利用料金は指定期間中の利用に係る利用料金のみとします。 

※ 利用料金収入見込額は、過年度の実績に基づく減免相当分を見込んで計算します。 

(b) 指定事業収入 

指定管理者が実施する教室等の事業（条例第２条第２項の目的によるもの）による収入。 

(c) 雑入 

指定管理事業として扱う事業のうち、上記「(a) 利用料金」、「(b) 指定事業収入」及

び下記「ｂ 指定管理料」以外の収入及び自主事業収入のうち市に還元する収益。 

（例：メーカー希望小売価格以下で販売する飲料の自動販売機や、飲料及び施設で使用

する用具類を仕入れ相当額で販売するための販売コーナー並びにリソグラフを含む

コピー機等の手数料、コピー代、物販・広告事業収入、預金利息など。） 

※ 自主事業（Ａ型及びＢ型）として扱う事業は、含みません。 

ｂ 指定管理料（様式６の【イ】） 

「施設管理運営経費【ウ】」から「施設運営収入【ア】」を減じた額（地区センターにあ

っては、これに「利用料金収入見込みの１/３に相当する額」の「ニーズ対応費【エ】」を

加えた額）を指定管理料として支払うものとします。 

指定管理料は別に横浜市が指定する上限額の範囲内で提案するものとします。 
 

指定管理料【イ】＝ 施設管理運営経費【ウ】― 施設運営収入【ア】（＋【エ】[地区センターのみ]利用料金収入見込みの１/３） 
 

(ｲ) 支出 

ａ 施設管理運営経費（様式６の【ウ】） 

指定管理者が行う維持管理・運営業務に伴う、指定管理者の人件費、事務費、事業費、光

熱水費、警備業務・設備保守点検業務・清掃業務等を外部委託した場合の委託費、修繕費、

保険料、一般管理費その他の全ての経費を含みます。 

指定管理料は、応募の際に提出された指定管理料提案書を元に、会計年度（４月１日から

翌年３月 31 日まで）ごとに、横浜市の予算の範囲内で、横浜市と指定管理者が協議して決

定します（予算は議決案件であり、各年度予算案の議決が条件となります。）。指定管理料、

指定管理料の支払い時期及び方法等は協定で定めます。 

各年度の指定管理料決定のための協議の際に、選定時の提案書で示された指定管理料の金

額から減額する場合には、管理運営や事業内容等（開館日数や開館時間の変更等を含む。）

に関して、横浜市と指定管理者の間で協議を行うこととします。 

なお、指定管理者による管理運営が、本公募要項や協定で定めた水準に満たなかった場合

には、指定管理料の減額を行う場合があります。 

ｂ ニーズ対応費（様式６の【エ】） 

指定管理料のうち、公募時の利用料金収入見込額の１/３に相当する額は、指定期間中、

実際の利用料金収入に関わらず、毎年度横浜市が支払うものであり、利用者ニーズに対応す

るための費用として執行しなければなりません。（＝指定管理者は、利用者ニーズに対応す
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るための費用として、公募時の利用料金収入見込額の１/３に相当する額を毎年度、執行し

なければなりません。） 

＜使途の考え方＞ 

利用者のためになるものとして、利用者が直接使う物品の購入や、利便性向上につながる

設備の改修などに充てることとし、使途について疑義がある場合は横浜市と協議します。 

(ｳ) 管理口座 

指定管理業務に関する事業経費は、団体自体の口座とは別の口座で管理することとします。 

指定管理者が指定期間外の利用に係る利用料金（利用の許可の取消を申し出た場合に返還し

なかった利用料金も含む）を収受した場合は、通常の管理口座とは別の口座を設け、これを管

理するとともに、横浜市又は横浜市が指定する指定管理者に対し、円滑に引継ぎを行うものと

します。 

(ｴ) 経費の執行 

ａ 経費の執行については、応募団体からの予算提案額に基づき年度協定書で定めた額の中

で、予算費目ごとに管理、執行することとします。 

ｂ 施設及び設備等（備品含む）の修繕等について、１件につき 60万円（消費税及び地方消

費税含む。）未満のものについては、年間の合計金額が 200万円（消費税及び地方消費税含

む。）の範囲内で、指定管理者が自己の費用と責任により実施することとします。 

なお、年間の執行合計金額が 200万円を超えた場合は、当該金額を超えた修繕は、横浜市

の負担により実施します。ただし、上記に示す指定管理者の費用負担の金額を超える場合で

あっても、横浜市との協議に基づき指定管理者が執行する場合は、この限りではありませ

ん。また、この場合、指定期間終了後の買取を求めないことを条件とします。 

ｃ 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなりません。 

ただし、あらかじめ、区の承諾を得た場合は、この限りではありません。業務の一部を再

委託する場合は、委託先及び契約金額を区に届け出ることとします。 

ｄ 施設の運営に関する本部事務経費を計上する場合は、労務、経理、契約等の事務に要する

経費を、人件費、事務費、管理費の総額との割合より勘案し、算出します。 

(ｵ) 経理規程 

指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行います。 

(ｶ) ESCO事業 

横浜市では、横浜市地球温暖化対策実行計画において、2030年度までに LED等高効率照明の

割合 100％を目標としています。そのため、LED化の手法として、民間のノウハウを活用しな

がら、省エネルギー化と維持管理費の低減を図ることができる「ESCO 事業」を積極的に導入し

ていくこととしています。 

本施設は令和８年度から令和 23年度まで ESCO 事業を実施しており、令和９年度より LED化

により削減された光熱水費相当額を指定管理料から減額することとします。 

また、ESCO 事業の機器は、令和 23年度まで ESCO事業者の財産であることから、ESCO 事業

の機器の改修等を行うことはできません。そのため、機器に故障等が生じた場合は専用のコー

ルセンターに連絡を行うこととします。 

なお、本施設においては指定期間中に、その他設備についても省エネルギー化を推進する

ESCO事業を実施することがあります。 

その際、指定管理者は事業への協力、調整を行うこととします。 

(ｷ) 図書取次サービス 

横浜市では、横浜市立図書館の図書サービスへのアクセス性の向上に向け、予約した図書の

貸出・返却などができる図書取次拠点の増設に向けた取組を進めています。本施設において

は、指定期間中の令和９年度から新たな図書取次拠点となり図書取次サービスを実施します。 

このため、図書取次サービスに関する経費については、提案時の事業計画に含むこととしま

す。 

なお、本業務の詳細については、別紙１「図書取次サービスについて」を参照してくださ

い。 

ウ 賃金水準の変動への対応 

提案された人件費のうち給与等、賃金水準の変動による影響を受けるものについては、リスク

分担に基づき、当年度及び翌年度の指定管理料に反映していきます（以下、この仕組みを「賃金

水準スライド」という。）。 

なお、上郷地区センターについては既に賃金水準スライドが導入されているため、次期指定期
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間の１年目から賃金水準スライドの変動率を反映できるものとします。 

このため、収支予算書等に記入する人件費のうち、賃金水準スライドの対象となるものについ

ては、基礎単価と各年度の配置予定人数を乗じた額を記入してください。 

なお、賃金水準スライドの対象外の人件費については、必要額を積算し、記入してください。 

詳細については、「指定管理者制度における実務手引き」を参照してください。 

エ 物価変動への対応 

物価の変動に伴う経費の増加については、リスク分担に基づき、横浜市が定める指標を用いて

見直し額を算出し、当年度及び翌年度の指定管理料に反映していきます。詳細については、「指

定管理者制度における実務手引き」を参照してください。 

オ 修繕等 

建物、施設及び設備等の機能維持に必要な修繕等について、１件あたり 60万円（消費税及び

地方消費税含む。）未満のものについては、年間の合計金額が 200万円（消費税及び地方消費税

含む。）の範囲内で、指定管理者の負担により実施することとします。 

なお、修繕に係る年間の執行合計金額が 200万円を超えた場合は、当該金額を超えた修繕は、

横浜市の負担により実施します。 

ただし、上記に示す指定管理者の費用負担の金額を超える場合であっても、横浜市との協議に

基づき指定管理者が執行する場合は、この限りではありません。また、この場合、指定期間終了

後の買取を求めないことを条件とします。なお、設備や施設の機能向上に係る改修は、原則とし

て横浜市が実施します。 
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カ 自主事業（Ａ型及びＢ型） 

(ｱ) 本施設における自主事業の取扱い 

本施設における自主事業の取扱いは、次のとおりとします。 
 
■ 事業種別及び開館時間区分別の事業類型について 

事業種別 具体例 開館時間内 開館時間外 

教室・講座等 

事業の開催 

▶ 「早朝ラジオ体操」 

▶ 「著名な講師を招く講演会」 

▶ 「夜間天体観測会」 

原則、指定管理業務

（指定事業） 

※ 「承認要件」を満た

す場合は、自主事業を

行うことも可能としま

す。 

原則、自主事業 

※ 横浜市（区）との協

議により、指定管理業

務とすることも可能と

します。 

物販等事業① 

（指定管理業

務） 

▶ メーカー希望小売価格以下

で販売する飲料の自動販売機

や飲料及び施設で使用する用

具類（バトミントンのシャト

ルや卓球ボール等）を仕入れ

相当額で販売するための販売

コーナー、リソグラフを含む

コピー機等の設置 

指定管理業務 指定管理業務 

物販等事業② 

（自主事業（Ａ

型及びＢ型）） 

▶ 収益を見込んだ物販 

▶ オリジナルグッズの販売 

※ 施設での使用の有無は問

いません。 

自主事業 自主事業 

物販を除く常設

の事業 

▶ 宅配ボックスの設置 

▶ シェアバイクポートの設置 

▶ 証明写真ボックスの設置 

自主事業 自主事業 

※ 開館時間の延長は、地区センター条例施行規則で定める区長権限事項のため、区長の承認

を得たうえで、指定管理業務として取扱います。 

■ 施設の利用手続き等について 

「指定管理者制度における実務手引き」 本施設の取扱い 

専ら施設の設置目的の達成のために行われ

ると認められる自主事業については、施設利

用料を減免することも可能。 

指定管理者は、全ての自主事業において、

利用許可（又は目的外使用許可）の手続きを

経て、必要な施設利用料（又は目的外使用料

※）を支払うこととします。 

※ 施設利用料（又は目的外使用料）の算出

及び減免は、関係規定等に基づき行います。 
 

 
(ｲ) 費用について 

自主事業（Ａ型及びＢ型）の実施にあたり、指定管理料を充当することはできません。その

ため、経費については明確に区分して計上します。また、指定管理業務と不可分な費用につい

ては、「指定管理者制度における実務手引き」に基づき、費用負担を行います。 

(ｳ) 収益の取扱い 

自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属します。 

ただし、「公の施設」で実施する事業であることを踏まえ、公益性に鑑み、見込まれる利益

の程度により、横浜市と指定管理者が丁寧に協議を行い、双方の合意の下、収益の一部を施設

運営等に還元することも可能です。収益を施設運営等に還元する提案を行う場合は、収支予算

書（兼指定管理料提案書）（様式６）の雑入に計上してください。  
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(5) リスク分担 

指定期間内における主なリスク分担については、次の表のとおりとします。これ以外のリスクに

関する対応については、別途協議するものとします。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 

指定管理者 

(負担限度付) 

物価変動 

物価の変動に伴う経費の増加 ※１ ○    

社会情勢の著しい変化による急激な物価上昇等、施設の収支計画

に多大な影響を与えるもの 
  ○  

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ※２ ○    

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○   

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○   

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○  

税制変更 

消費税（地方消費税を含む。）率等の変更   ○  

法人税・法人住民税率等の変更  ○   

事業所税率等の変更   ○  

それ以外で管理運営に影響するもの   ○  

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○    

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ

るもの 
 ○   

管理運営内容の 

変更 

市の政策による期間中の変更 ○    

指定管理者の発案による期間中の変更   ○  

組織再編行為等 
指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、必要な対応を

するために市に発生する費用 
 ○   

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動   ○  

それ以外のもの  ○   

管理運営の 

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

それ以外のもの   ○  

施設等の 

損傷及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

指定管理者が設置した設備・備品  ○   

それ以外のもの 

（上段：１件当たり、下段：年間合計） 

   60 万円 

   200 万円 

利用者等への 

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三者等に帰責事由が

あるもの 
  ○  

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○    

不可抗力※３ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○    

不可抗力による管理運営の中断   ○  

※１ 物価変動への対応：消費者物価指数（生鮮食品を除く総合・横浜市）の変動率に基づき影響額を

算定し、当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※２ 賃金水準変動への対応：神奈川県最低賃金額又は民間給与実態調査（横浜市人事委員会事務局公

表）の変動率に基づき影響額を算定し、当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※３ 不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、

暴動、ストライキ及び感染症等の流行など 
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(6) 業務実施上の留意事項 

ア 関係法令等の遵守について 

業務を遂行するうえで、関係する法令等を遵守することとします。 

なお、指定期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容とします。 

＜主な関連法令＞ 

(ｱ) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号） 

(ｲ) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） 

(ｳ) 横浜市地区センター条例（昭和 48年６月横浜市条例第 46号。以下「条例」という。） 

(ｴ) 横浜市地区センター条例施行規則（平成 15年 10月横浜市規則第 93号。以下「規則」という。） 

(ｵ)  横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号） 

(ｶ) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(ｷ) 横浜市個人情報の保護に関する条例（令和４年 12月条例第 38号） 

(ｸ) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月条例第 51号） 

(ｹ) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働

者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等） 

(ｺ) 建物・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法、建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律等） 

(ｻ) 環境法令等（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、地

球温暖化対策の推進に関する法律等） 

(ｼ) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28

年法律第 68 号） 

(ｽ) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

(ｾ) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

イ 業務の基準・評価について 

(ｱ) 事業計画書・事業報告書等の提出 

指定管理者は、単年度の運営状況だけではなく、指定期間内における継続的改善の仕組みを

検討し、毎年度、事業計画書及び事業報告書等を作成し、横浜市に提出します。これらの提出

物については、公表することとします。また、本業務を終了するまでの間、写しを保管し、市

民からの求めがあったときは、施設窓口において閲覧に供しなければなりません。 

なお、指定管理者はＰＤＣＡサイクルを活用して、施設運営の持続的な改善を行うことと

し、事業計画書の作成にあたっては、運営目標を具体的な指標として設定します。また、年度

末の振り返り時には運営目標と実績との差異を踏まえて改善計画を策定し、次年度の目標設定

に反映させることとします。 

ａ 事業計画書等について 

指定管理者は、前年度の１月末日までに、次年度事業計画書および次年度収支予算書

（案）を作成し、横浜市に提出することとします。なお、作成にあたっては、横浜市と調整

を行うものとします。 

ｂ 事業報告書等について 

指定管理者は、毎年度終了後２か月以内に事業報告書を提出し、横浜市の確認を得なけれ

ばなりません。また、横浜市が指定する期日までに収支決算書を提出し、横浜市の確認を得

なければなりません。 

(ｲ) 利用統計 

指定管理者は、指定された様式に基づき、各月の施設の利用状況に係る統計を作成し、横浜

市に提出しなければなりません。 

※ 地区センターの利用統計は「地区センター予約状況閲覧システム」を使用して作成しま

す。なお、本システムは指定期間中に新たなシステムに変更となる可能性があります。 

(ｳ) 自己評価の実施 

自らの管理運営が、施設の設置目的や協定書、公募要項等に沿って行われているか、指標に

対する目標値を達成しているか、利用者のニーズに合致したものとなっているかの確認及び、

業務の質やサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取

し、年１回以上、自己評価を実施することとします。 

自己評価は、指定管理者の提案内容、毎年度設定している運営目標及び地区センター委員

会、利用者会議、利用者アンケート等の利用者からの意見・要望に基づき、横浜市が定める様

式を用いて行うものとします。 
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指定管理者は、自己評価の結果、必要があると認められる場合、横浜市と協議の上、業務の

改善策を検討して、改善計画を策定するとともに、速やかに実行しなければなりません。 

また、指定管理者は、自己評価の結果、改善計画及び改善結果を横浜市に報告し、これを公

表することとします。 

(ｴ) 第三者評価の実施 

横浜市では、客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を

行い、サービスの質の向上等を図ることを目的として、第三者評価の受審を指定管理者の義務

としています。 

指定管理者は、横浜市が定めた共通評価基準に基づき、横浜市が認定した民間評価機関

（NPO法人、シンクタンク等）による評価を受けることとし、これらの結果は横浜市のウェブ

サイトで公表されます。 

なお、受審時期は、指定期間の２年目又は３年目のいずれかのうち横浜市との協議により定

める時期を原則とします（受審に伴う費用は指定管理者の負担となり、20万円（消費税別）と

なります。）。 

指定管理者は、第三者評価の結果、業務の遂行について改善すべき点等が指摘された場合、

横浜市と協議の上、業務の改善策を検討するとともに、速やかに実行しなければなりません。 

また、指定管理者は、第三者評価の結果及び改善状況を横浜市に報告し、これを公表するこ

ととします。 

(ｵ) 業務点検 

ａ 横浜市は、指定管理者の業務が、公募要項や提出された事業計画書、指定管理者と締結す

る協定書等に基づいて執行されていることを確認するため、書面報告、実地調査、ヒアリン

グ等により業務点検を行うものとします。 

主な点検内容は次のとおりとします。 

(a) 利用料金収入、利用者等の実績、部屋別稼働率等 

(b) 収支状況 

(c) 指定事業実施状況 

(d) 運営体制 

(e) 施設及び設備の管理状況、修繕の実施状況、備品管理状況 

(f) 広聴、ニーズ対応の状況、地区センター委員会等・利用者会議開催状況 

(g) 運営目標に対する実績及び自己評価結果と改善計画 

(h) 利用方法、個人情報保護、緊急時対策、情報公開等の状況 

(i) 財務状況、市税の納付状況 

(j) 自主事業実施状況 

など 

ｂ 業務点検の結果、指定管理者による業務実施内容が必要な条件を満たしていない場合、あ

るいは第三者評価による指摘事項が速やかに改善されない場合、横浜市は指定管理者に対し

て業務の改善を指示するものとします。指定管理者は、改善指示を受けた場合、横浜市に対

して改善策を提示するとともに、速やかに実行し、その結果を報告しなければなりません。 

また、横浜市は業務点検の結果を公表するものとします。 

(ｶ) 業務の基準を満たしていない場合の措置 

横浜市は、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な

改善措置を講じるよう指示を行います。それでも改善が見られない場合、横浜市は地方自治法

第 244条の２第 11項に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは

一部を停止する場合があります。 

この場合、横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。また、指定管理者

は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営を行うことができるよう、必要な引継ぎを行

うものとします。 

ウ その他 

(ｱ) 公平性の確保、人権の尊重 

ａ 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利あるいは不利になる運営をしないこと。 

ｂ 施設の運営にあたっては、利用者の人権の尊重を基本とすること。また、職員に対し必要

な研修を行うこと。 

(ｲ) 個人情報の保護について 
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指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法

律第 57号）及び横浜市個人情報の保護に関する条例（令和４年 12月 28日条例第 38号）の規

定が適用されます。また、基本協定書締結時には別途「個人情報取扱特記事項」を取り交わし

ます。これにより個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うことが

必要です。 

また、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人データの開示等の請求について、手続

等の統一化を図るため、協定等において、横浜市が示す「指定管理者の保有する保有個人デー

タの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して、指定管理者が「保有する保有個人データの

開示等の請求に関する規程」を作成し、保有個人データの開示等の請求に対して適切に対応す

ることとします。 

さらに、従事者に対して必要な研修を行うとともに、横浜市等が実施する個人情報保護に関

する必要な研修に積極的に参加するものとします。 

(ｳ) 情報公開の実施について 

指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、「横浜市の保有する情報の公開に関する条

例」（平成 12年２月横浜市条例第１号）の規定に準じて、情報公開の対応を適切に行うことが

必要です。 

また、協定等において、横浜市が示す「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠

して、指定管理者が「情報公開規程」を作成し、文書等の開示の申出に対して適切に対応する

こととします。 

(ｴ) 事故への対応・損害賠償について 

指定管理者は、施設において事故防止に努めるとともに、発生した事故への損害賠償等の対

応に関して、次のとおり義務を負うこととします。 

ａ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、横浜市又は第三者に損害を与えた場合には、指

定管理者においてその損害を賠償しなければなりません。 

ｂ 施設における事故防止及び事故発生時の対応に備えて、指定管理者はあらかじめ事故防

止・事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちに必要な措置を講じるとと

もに、横浜市へ遅滞なく報告しなければなりません。 

ｃ 指定管理者は、損害保険会社により提供されている指定管理者に対応した施設賠償責任保

険に加入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応するものとします。なお、対

人補償の保険金額は１億円以上とし、横浜市を追加被保険者とします。 

(ｵ) 苦情・要望について 

指定管理者は利用者等から寄せられる苦情や要望に十分応えることのできる体制を整え、横

浜市に適切に報告することとします。 

(ｶ) 利用の継続 

業務の開始にあたっては、現に上郷地区センターを利用している利用者の継続利用を妨げな

いこととします。 

また、利用者に関する情報は、利用者の同意を得て、指定期間終了時には次期指定管理者に

引き継ぐこととします。 

(ｷ) 事業の継続が困難となった場合の措置 

ａ 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

横浜市は地方自治法第 244条の２第 11項に基づき、指定の取り消しをすることができる

ものとします。その場合は横浜市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。ま

た、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を遂行できる

よう、次期指定管理者に対して引継ぎを行うものとします。 

ｂ 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

横浜市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、事業の継続が困難に

なった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。 

(ｸ) 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合については、横

浜市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

(ｹ) 公租公課 

指定管理者は法人に係る市民税等の納税義務者となる可能性があるため、財政局主税部法人

課税課、所轄の県税事務所及び税務署にお問合せください。 

(ｺ) 施設情報の定期的報告 
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建物・設備の維持保全の状況について、指定管理者が各種点検により確認し、横浜市に報告

します。確認及び報告は、横浜市が策定している「維持保全の手引」及び「施設管理者点検マ

ニュアル」に基づいて行います。 

(ｻ) 災害等発生時の対応 

上郷地区センターは、横浜市防災計画及び栄区防災計画に基づき、地震などの災害時等に

は、災害対策本部支援施設その他の用途で使用するため、指定管理者はその開設及び運営等に

協力していただきます。 

本施設は補充的避難所に指定されています。災害発生に伴い補充的避難所として運営をする

こととなった場合、指定管理者は運営に協力することとします。このため、別途横浜市と「災

害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結のうえ、横浜市の「指定管理者災害対応

の手引き」にしたがい、あらかじめ必要な体制整備等を行う必要があります。 

また、現段階で、横浜市防災計画等に位置づけがない場合でも、危機発生時の状況によって

は、随時、施設に協力を求める可能性があり、指定管理者はそれに協力するよう努める義務が

あります。 

(ｼ) 熱中症予防等、利用者の健康面に配慮した施設運営 

指定管理者は、「横浜市暑さ対策方針」に基づき、利用者の健康面に配慮した運営や環境づ

くりを行うこととします。 

ａ 熱中症事故防止の取組 

施設利用者への熱中症予防の呼びかけや注意喚起を行うとともに、適切な空調稼働や施設

巡回による環境確認等を実施することとします。 

ｂ 利用料金の取り扱い 

利用日を対象に神奈川県で熱中症特別警戒アラートが発令され、利用日前日または当日の

利用開始前までに利用者から熱中症予防等、健康面の配慮を理由とした利用（の許可）の取

消しの申し出があった場合、利用料金を徴収しないこととし、既納の場合には利用料金の全

額を返還することとします。 

ｃ 給水機等の設置について 

給水機や飲料の自動販売機・販売コーナーの設置に努めるものとします。 

(ｽ) 廃棄物の対応 

施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市の分別ルールに沿って適切に分類

を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」等に沿った取組を

推進することとします。 

(ｾ) 関連施設・機関等との連携 

ａ 地域の活動拠点として、横浜市及び区内にある市民活動支援センターや他の区民利用施設

と連携し交流の機会をつくり、施設同士で日頃から各施設が持つ機能や人材、情報を共有す

ること。また、地域で活動する団体や人材同士の連携のきっかけづくりに努めるものとしま

す。 

ｂ 指定管理者は、横浜市が出席を要請した会議等には、出席することとします。また、適

宜、連絡調整会議を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図るものとします。 

ｃ 合築施設にあっては、本業務を実施するにあたり、相手方施設との協力、調整を怠らない

ものとします。 

(ｿ) 各種規定・要綱等の作成 

各種規定・要綱等を作成する場合は、横浜市と協議を行うこととします。各種規定等がない

場合は、横浜市の諸規定に準じて業務を実施することとします。 

(ﾀ) 文書類の保管 

施設あての文書類は、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定め保管することとします。 

(ﾁ) 他の地方公共団体等による視察、見学等 

他の地方公共団体等による視察、見学等については、原則として指定管理者が対応するもの

とします。 

(ﾂ) 物販等 

指定管理者は、利用者の利便性を図るため、行政財産の目的外使用許可を得た上で、施設で

使用する用具類や飲食物等を販売する自動販売機・販売コーナー、リソグラフを含むコピー機

等を設置することができます。ただし、酒類及びタバコの販売はできません。 

なお、次の自動販売機や販売コーナーについては、原則、指定管理業務として扱うものとし

ます。 
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・ 飲料 

・ 施設で使用する用具類 

・ リソグラフを含むコピー機等 

ａ 販売内容、価格等 

販売する内容、方法及び販売価格等は指定管理者が横浜市に提案し、協議のうえ承認を得

ることとします。なお、指定管理業務として扱う飲料や施設で使用する用具類の販売、リソ

グラフを含むコピー機等の設置は、利用者から収益を得るために行うものではないため、飲

料の自動販売機については、メーカー希望小売価格以下、それ以外は、仕入れ相当額等とし

なければなりません。ただし、自主事業（Ａ型及びＢ型）として横浜市の承認を得て販売・

設置する場合は、この限りではありません。 

また、許可や届出等が必要となる食品等の販売等を行う場合には、あらかじめ指定管理者

が区福祉保健センター等に相談のうえ手続を行うことが必要です。 

ｂ 目的外使用料 

指定管理者は、物販等の場所にかかる目的外使用料を、横浜市の規定に従い納入します。 

 目的外使用料（参考） 

自動販売機 3,100円／台・月（建物内）税別 

900円／台・月（建物外：土地上）≪非課税≫ 

上記以外の物販等 横浜市財産評価審議会が評定した建物価格の

1,000分の9以内で市長が定める額に当該建物の敷

地の使用料（横浜市財産評価審議会が評定した土

地価格の1,000分の5以内で市長が定める額）を加

えた額 

ｃ 光熱水費 

物販事業に伴う光熱水費については、指定管理料を充当することができます。ただし、自

主事業（Ａ型及びＢ型）として横浜市の承認を得て販売する場合は、原則として指定管理料

を充当することはできません。（※ 詳細については、「指定管理者制度における実務手引

き」を参照してください。） 

ｄ 自動販売機及びリソグラフを含むコピー機等について 

自動販売機及びリソグラフを含むコピー機等のうち、指定管理業務として扱うものについ

て、指定管理者が自動販売機業者等から徴収する売上手数料は、指定管理者が当該業者と締

結する委託契約書等に規定するとともに、指定管理業務として適正に経理します。 

(ﾃ) 広告物掲示 

指定管理者は、目的外使用許可を得た上で、施設内外に広告物を掲出することができます。 

なお、広告掲出にあたり広告主から料金を徴収することができますが、広告の掲出場所や広

告掲出料の設定は予めその内容を横浜市と協議したうえで指定管理者が決定するものとしま

す。 

また、屋外に広告物を表示、設置する場合は、「横浜市屋外広告物条例」に基づく許可が必

要となるほか、地域のまちづくりルール等で制限をしている場合があるので、事前に確認しま

す。 

ａ 目的外使用料 

広告掲示場所にかかる目的外使用料を、横浜市の規定に従い納入します。 

 目的外使用料（参考） 

広告 建物壁面 1,000円／㎡・月 税別 

建物床面 2,100円／㎡・月 税別 

屋上   2,100円／㎡・月 税別 

ｂ 電気料金等 

広告掲載に伴う電気料金等については、指定管理者が実費負担します。 

(ﾄ) 現在設置中の付属物等の扱い 

ａ 清涼飲料水自動販売機  

清涼飲料水自販機は現在指定管理者が契約して設置しているものであり、原則、令和８年

度末に撤去する予定です。 

ｂ コピー機 

 設置しているコピー機は、現指定管理者がリース契約により調達しているものであり、原
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則、令和８年度末に撤去する予定です。 

(ﾅ) 横浜市暴力団排除条例の遵守 

横浜市暴力団排除条例(平成 23年 12月条例第 51号)により、指定管理者は公の施設の利用

等が暴力団の利益になると認められる場合、その利用許可等を取り消すことができるとしてい

ます。指定管理者は当該条例の趣旨に則り、適正に施設の管理運営を行ってください。 

(ﾆ) 横浜市中小企業振興基本条例を踏まえた取組の実施 

横浜市では、横浜市中小企業振興基本条例（平成 22年３月条例第９号）により、市内中小

企業への優先発注の徹底に努めています。 

指定管理者は、本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の発注、物品及び役務の調達等にあたって、

市内中小企業への優先発注に努めるものとします。 

なお、横浜市は本施策の取組状況を確認するため、指定管理者に対して、指定期間中の発注

状況についての調査を実施する場合があるため、これに協力してください。 
 
■ 市内中小企業の定義について 

① 市内事業者：横浜市内に本社・本店などを設けている事業者 

② 中小企業：中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）の第２条第１項第１号から第４

号で定義されるもの 

業種 資本金の額または出資の

総額 

常時使用する従業員の数 

①製造業その他 ３億円以下 300人以下 

②卸売業 １億円以下 100人以下 

③サービス業 ５千万円以下 100人以下 

④小売業 ５千万円以下 50人以下 
 

 
(ﾇ) 障害者の雇用の促進等に関する法律への対応 

指定管理者は、障害者の雇用の促進等に関する法律の基本的理念を踏まえ、障害者雇用の促

進に努めるものとします。 

なお、横浜市は取組状況を確認するため、指定管理者に対して、指定期間中の指定管理者に

おける障害者雇用の状況について調査を実施する場合があるため、これに協力してください。 

(ﾈ) 財務状況の確認 

安定的な管理運営が確保されているかを確認するため、横浜市は年度に１回、指定管理者と

なっている団体（共同事業体の場合は、全ての構成団体）について、財務状況確認を行いま

す。そのため、各団体は、財務諸表等の財務状況について確認できる書類を提出する必要があ

ります。 

(ﾉ) ウェブサイト 

ａ 掲載すべき情報 

指定管理者は、上郷地区センターのウェブサイトを設置し、次の情報を掲載することとし

ます。 

(a) 指定管理者名 

(b) 上郷地区センターの事業報告書等が掲載されている横浜市のウェブページのリンク 

(c) 上郷地区センターの利用要綱や利用案内等 

ｂ セキュリティ及び情報ウェブアクセシビリティへの配慮 

指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべ

ての人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保するとともに、「ウェブ

アクセシビリティ仕様書」に基づき、「JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA」に準拠したウ

ェブアクセシビリティに配慮することとします。 

(ﾊ) ネーミングライツへの協力 

横浜市では、ネーミングライツを財源確保の施策としており、今後、当該施設において、ネ

ーミングライツを導入していくこととなった場合、指定管理者はネーミングライツにより指定

された施設名称を使用することとします。 

(ﾋ) こどもが楽しめるプログラム付きの短時間預かりモデル事業への協力 

横浜市では、子育て政策に取り組んでおり、一部の地区センターにおいて、こどもが楽しめ

るプログラム付きの短時間預かりをモデル事業として実施しています。今後、実施拡大に伴

い、未実施の地区センターにおいて実施することとなった場合、指定管理者は実施に協力する
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こととします。 

(ﾌ) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供 

指定管理者は、「障害者差別解消の推進に関する取組指針」及び「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する横浜市職員対応要領」を参考に、障害者差別解消の推進に取り組むととも

に合理的配慮の提供を行うこととします。 

(ﾍ) その他市政への協力 

ａ 横浜市の施策としての事業に、積極的に取り組むよう協力すること。 

ｂ 横浜市及び栄区内にある他の区民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

ｃ 指定管理者は、横浜市が出席を要請した会議等には、出席すること。また、適宜、連絡

調整会議を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図ること。 

ｄ 合築施設にあっては、本業務を実施するにあたり、相手方施設との協力、調整を怠らない

こと。 

ｅ 「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」に基づき、ESCO事業及び再生可能エネル

ギー等導入事業等を実施する際には、事業への協力、調整を行うこと。 

(ﾎ) その他 

その他、記載のない事項については、横浜市と協議を行うこととします。 

 

５ 公募及び選定に関する事項 

(1) 公募スケジュール 

ア 公募の公表    令和８年４月６日 （月） 

イ 公募要項の配布    令和８年４月６日 （月）から令和８年６月 ８日（月）まで 

ウ 現地見学会及び応募説明会  令和８年４月 28日（火） 

エ 公募要項等に関する質問受付 令和８年４月 30日（木）から令和８年５月 11日（月）まで 

オ 質問への回答    令和８年５月 20日（水）頃（予定） 

カ 応募書類の受付期間   令和８年６月２日 （火）から令和８年６月 ８日（月）まで 

キ 審査・選定（面接審査実施） 令和８年７月下旬から令和８年８月上旬 

ク 選定結果の通知・公表   令和８年８月下旬 

ケ 指定管理者の指定   令和８年 12月中下旬（予定） 

コ 指定管理者との協定締結   令和９年３月上旬（予定） 

(2) 公募手続について 

ア 公募の公表 

指定管理者の公募について、横浜市のウェブサイトに掲載し、広くお知らせします。 

イ 公募要項の配布 

(ｱ) 配布期間 

令和８年４月６日（月）から令和８年６月８日（月）まで 

（土、日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

(ｲ) 配布場所 

栄区地域振興課 

次のウェブページからもダウンロードできます。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp//sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html 

ウ 応募説明会及び現地見学会 

応募方法、応募書類等に関する説明会及び現地見学会を次のとおり開催します。応募を予定さ

れる団体は、できる限り御参加ください。当日は、本公募要項は配布しませんので、各自で御持

参ください。なお、説明会終了後、現地見学会を行います。 

(ｱ) 開催日時 

令和８年４月 28 日（火）午後２時から午後３時まで 

(ｲ) 開催場所 

上郷地区センター 

(ｳ) 参加人数 

各団体２名以内とします。 

(ｴ) 申込方法 

参加を希望される団体は、令和８年４月 24日（金）午後５時までに、E-mailで「横浜市上

郷地区センター現地見学会・応募説明会申込書」（様式 19）を栄区地域振興課に送付してくだ

さい。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html
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なお、説明会当日は、駐車場の用意はありませんので、公共交通機関を御利用ください。 

エ 公募要項等に関する質問の受付 

公募要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

(ｱ) 受付期間 

令和８年４月 30 日（木）午前９時から５月 11日（月）午後５時まで 

(ｲ) 受付方法 

E-mail で「横浜市上郷地区センターの指定管理者公募要項等に関する質問書」（様式 17）を

栄区地域振興課に送付してください。 

なお、電話及び窓口でのお問合せには応じかねますので、あらかじめ御了承ください。 

オ 質問への回答 

令和８年５月 20 日（水）（予定）に、次のウェブページで回答を公表します。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp//sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html 

カ 応募書類の受付 

(ｱ) 応募書類 

「５(4)応募手続について」を参照してください。 

(ｲ) 受付期間 

令和８年６月２日（火）午前９時から８年６月８日（月）午後５時まで 

(ｳ) 受付方法 

栄区地域振興課まで、直接持参又は記録が残る送付方法（簡易書留等）で御提出ください

（受付期間内必着）。 

（栄区役所開庁時間：土・日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで） 

(ｴ) 提出先 

〒247-0005 横浜市栄区桂町 303－19 栄区地域振興課 宛 

(3) 審査及び選定の手続について 

ア 審査方法 

審査は、応募者の提出書類及び面接審査等に基づき、指定管理者評価基準項目に従い総合的に

実施します。また、面接審査ではプレゼンテーションを行っていただき、それに対する質疑を行

います。このため、団体の代表者又は代理人合計３名までの出席をお願いします。 

面接審査に係る詳細は、応募者に後日お知らせします。 

イ 選定委員会（敬称略、50音順） 

氏名 所属等 

伊藤 元秀 栄区青少年指導員協議会 会長 

立木 正子 立木会計事務所 税理士 

長畑 周史 横浜市立大学国際商学部 准教授 

細田 利明 栄区連合町内会 会長 

本田 桂子 栄区民生委員児童委員協議会 会長 

ウ 会議の公開 

選定委員会の会議は、原則公開とします。ただし、公開しないことが適当であると選定委員会

が判断した場合は、会議の一部又は全部を公開しないこととします。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html
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エ 評価基準項目について 
 

項  目 審 査 の 視 点 （例） 配 点 

１ 団体の状況（15） 

 (1) 団体の理念、基

本方針及び財務状

況等 

団体の理念、基本方針及び業務実績などが、公共性の高い

ものであり、公の施設の管理運営者としてふさわしいもので

あるか。また、団体の財務状況は健全か。 

５ 

 

(2) 応募理由 

・ 横浜市の施策や地域の特性、施設の設置目的等を十分に

理解した妥当性・具体性がある応募理由であり、施設運営

に熱意が感じられるか。 

・ 業務に取り組む姿勢や強い意欲、積極性が見られる提案

内容か。 

10 

２ 職員配置・育成（５） 

 
職員の確保、配置

及び育成 

・ 施設運営及び建物、設備の維持管理に必要な人員を確保

し、配置する計画となっているか。 

・ 職員の資質向上のための研修が計画されているか。 

５ 

３ 施設の管理運営（55） 

 
(1) 建物及び設備の

維持保全並びに管

理 

・ 施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切な維持保

全（建物・設備の点検など）計画となっているか。 

・ 施設及び設備の維持管理計画に効率化の工夫が見られる

か。 

５ 

 

(2) 修繕等への取組 

・ 施設の安全確保及び長寿命化の観点から、適切な修繕費

予算が確保され、発生した修繕に対し迅速に対応できる計

画となっているか。 

・ 建築局が実施する劣化調査や二次点検等に伴い、優先的

に行うべき修繕等に対応可能な計画となっているか。 

５ 

 (3) 事故防止体制・

緊急時（防犯）の

対応 

・ 事件・事故の防止体制が適切か。 

・ 事故発生時、緊急時の対応、連絡体制などに具体性があ

り、適切か。 

５ 

 

(4) 公平な利用機会

の提供 

次の視点等に基づき、誰もが平等・公平に利用できる仕組み

づくりと、多様な利用者への配慮について示されているか。 

＜視点＞ 

・ 子ども、高齢者、性的少数者など多様な利用者への配慮。 

・ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく

合理的配慮の提供に関する提案。 

・ バリアフリーおよびユニバーサルデザインに関する配慮。 

・ 特定の利用者に限定されない多くの人が利用できる運営。 

10 

 
(5) 防災に対する取

組 

・ 横浜市防災計画等を踏まえ、公の施設としての役割を踏

まえたものとなっているか。 

・ 日常的に、地域と連携した取組がなされているか。 

５ 

 (6) 利用者のニー

ズ・要望・苦情へ

の対応 

利用者ニーズ（利用者からの意見、要望、苦情等）を捉え

るための有効な手法が示され、施設運営に反映させる仕組み

が具体的に提案されているか。 

10 

 

(7) 法令等に対する

取組 

・ 個人情報保護の取組に具体性があるか。情報公開への取

組が適切であるか。 

・ 法令の遵守体制について明確に示され、職員の業務習

熟、資質向上のための研修が十分に行われる計画となって

いるか。 

５ 
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(8) 感染症拡大防

止・災害対応等 

利用者が安全に施設を利用することができるよう、感染症

等拡大防止対策や災害時対応等の具体的な取組が提案されて

いるか。（感染防止対策、施設利用時のルール、施設予約時の

工夫、災害発生時の施設利用者への対応等） 

５ 

 

(9) 本市の重要施策

を踏まえた施設運

営 

・ ヨコハマプラ 5.3(ごみ)計画、人権尊重、こども・子育て

支援、男女共同参画推進など、横浜市の重要施策を踏まえ

た施設運営となっているか。 

・ 市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえた施設運営とな

っているか。 

・ ＤＸの推進による業務の効率化と利用者サービスの向上

を踏まえた施設運営となっているか。 

５ 

４ 事業の企画・実施（35） 

 
(1) 事業計画、事業 

展開 

地域コミュニティの醸成や地域の連携を促進させるととも

に、幅広い層の多くの住民が参加しやすい魅力的な事業計画

となっているか。 

10 

 (2) 地域コーディネ

ート機能 

「地域コーディネート機能」の取組について、適切で具体

的な提案があるか。 
５ 

 

(3) 施設の利用促進 

・ より質の高い市民サービスを提供するための取組につい

て具体的な提案が示されているか。 

・ 利用者数及び稼働率の向上に対し、効果的・具体的な取

組となっているか。 

15 

 (4) 地域課題の理解

及び、課題を踏ま

えた事業提案 

地域特性を理解し、地域課題やニーズを十分に捉えた施設

運営及び事業計画となっているか。 
５ 

５ 効果的な指定事業の展開（20） 

 

(1) 具体性 

指定事業の趣旨に沿った計画となっており、地域住民の自

主的活動や相互交流の促進が具体的に見込める提案内容とな

っているか。 

５ 

 

(2) 住民参加 

・ 内容が多岐に渡り、幅広い層の住民が参加できる計画と

なっているか。 

・ 特定の住民だけでなく、多くの住民が参加できる企画と

なっているか。 

５ 

 

(3) 事業の質・量 

・ 質の高い事業を行う工夫が行われているか。 

・ 参加対象人数や開催回数など「事業の量」が、過去の実

施状況を踏まえ適切に確保・計画されているか。 

５ 

 

(4) 参加費 

・ 地域住民が参加しやすい参加費設定を基本としているか。 

・ 多彩で魅力的な事業の実施にあたっては妥当な参加費の

設定となっているか。 

５ 

６ 収支計画及び指定管理料（30） 

 (1) 利用料金等収入

増への取組 

需要動向を踏まえた効果的な料金設定等の工夫を行ってい

るか。 
10 

 

(2) 指定管理料の額 

・ 収支計画が適切であり、効率的な経費の執行による適切

な指定管理料となっているか。 

・ 効率性だけでなく、人件費や施設修繕費、利用者サービ

ス向上につながる経費などの必要な項目に適切に充てられ

ているか。 

10 

 (3) 施設の課題等に 利用者サービスのための経費や修繕費への配分など、施設 10 
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応じた費用配分 の特性や課題に応じた、費用配分となっているか。 

（評価項目１～６合計） 160 

７ 加減点項目 

 (1) 市内中小企業等

であるか ※ 

市内中小企業等への該当 

※ 共同事業体の場合は、代表団体の状況で評価します。 
５ 

 

(2) 本市重要施策を

踏まえた応募団体

の取組状況 ※ 

障害者雇用率が法定雇用率を超える団体 ２ 

ワークライフバランス及び男女共同参画の推進 

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の

策定 

・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

一般事業主計画の策定 

・ 次世代育成支援対策推進法による認定、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律に基づく認定又はよこはまグ

ッドバランス企業の認定 

※ 共同事業体の場合は、代表団体の状況で評価します。 

３ 

 

(1) 
(1) 
(1) 

 (3) 当期の管理運営

の実績（現在の指

定管理者のみ） 

管理運営実績が良好であるか。 

－５ 

～ 

10 

 (4) 自主事業（Ａ型

又はＢ型）の実施 

意欲的な自主事業（Ａ型又はＢ型）の提案があるか。 
５ 

（評価項目７合計） 25 

総 合 計 185 

 

〇 財務状況の評価が著しく悪い場合は、選定から除外する場合があります。 

〇 指定候補者及び次点候補者となるためには、選定委員会の定める最低基準点（加減点項目を除く

評価基準項目の合計 160点満点の６割以上）を満たすことが必要です。最低基準に満たない場合

は、応募団体が１団体のみであっても指定候補者として選定せず、再度公募を行います。 

 

※ 「市内中小企業等であるか」及び「本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況」において加点

を希望する団体は、「評価基準加点項目に該当する旨の申出書類（様式 13及び様式 13－２）」を作

成、提出します。提出された申出書の記載内容及び添付資料を施設所管課において確認の上、加点

項目を判定します。 
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オ 選定結果の通知及び応募書類の公表 

選定結果は、応募者に対して速やかに通知します。また、選定の経過及び結果は、栄区のウェ

ブページへの掲載等により公表します。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp//sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html  

なお、指定候補者の応募書類については、原則として、指定議案の議決後に公表します。 

カ 指定管理者の指定 

市会の議決後に、指定管理者として指定します。（令和８年 12月中下旬予定） 

キ 指定管理者との協定締結 

「６ 協定及び準備に関する事項」を参照してください。 

(4) 応募手続について 

次の応募書類をアから順に並べ、ファイルやステープラー等で留めず、クリップ留めにした正本

１部、ファイルに綴じた副本４部及び応募団体が特定できないようにしたうえで編冊した（ファイ

ルに綴じた）６部を提出してください。 

いずれも各書類にはページ数及びインデックスを付けてください。また、用紙サイズは原本でサ

イズが決まっているもの以外は、Ａ４サイズに統一してください。 
 
【注】 （役員等氏名一覧表（様式８））については、印刷済みの原本１部（写しは不要です）

及び様式のデータ（CD-R等）を提出してください。 
 

ア 指定申請書（様式１） 

イ 事業計画書（様式２） 

ウ 指定事業計画書（様式３） 

エ 指定事業別計画書《単表》（様式４） 

オ 自主事業計画書（様式５） 

カ 令和９年度収支予算書（兼指定管理料提案書）（様式６）※１ 

キ 賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書（様式７） 

ク 役員等氏名一覧表（様式８）及び様式のエクセルファイルデータ（CD-R等） 

ケ 欠格事項に該当しない宣誓書（様式９） 

コ 応募団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

サ 履歴事項全部証明書※２（法人のみ。応募書類の受付期間の最終日時点の情報がわかるもの。） 

シ 指定申請書を提出する日の属する事業年度における応募団体の収支予算書及び事業計画書並び

に前事業年度の収支計算書及び事業報告書（様式自由） 

ス 直近３か年度の事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録等。任意団体においては、これらに

類する書類 

セ 納税証明書[その３の３]※２、３（公募要項の配布開始日以降に発行されたもの。） 

（法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額のないことの証明書です。） 

ソ 横浜市税の納付状況調査の同意書（様式 10）※３ 

応募時点で横浜市に対して納税義務のない団体についても提出の必要があります。なお、指定管

理者として指定された後は、この同意書をもとに、毎年度横浜市への納税状況（横浜市の課税状況

の有無を含め）について状況調査を行います。 

タ 労働保険（労災・雇用）の加入を確認できる書類※４：労働局、労働基準監督署又は労働保険事務

組合発行の労働保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 
チ 健康保険の加入を確認できる書類※４： 

年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書の写し（直近の１回分）等 

ツ 厚生年金保険の加入を確認できる書類※４：年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の

領収書の写し（直近の１回分）等 

テ 団体の現在の組織、人員体制を示す人事労務関係の書類（就業規則、給与規定等） 

ト 設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要がわかるもの 

ナ 評価基準加点項目に係る申出書（様式 13）※５及び障害者雇用計算表（様式 13－２）※６ 

 

※１ 本部経費を計上する場合は、本部経費に含まれる費用科目を事務経費欄に明記してください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/kusei/shiteikanrisha/5_kobo/5kikamigokobo.html
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科目が多岐に渡り事務経費欄内への記載が難しい場合は、科目名一覧が記載された別紙を添付

してください。 

※２ 同一の区が所管する複数の施設の選定に応募する場合には、任意の一つの施設への応募書類

として原本を添付し、他の応募書類にはコピーを添付することも可とします。その際には、コ

ピーの余白に「原本は●●施設の応募書類（令和●年●月●日に栄区地域振興課に提出）とし

て添付」と明記してください。 

※３ 収益事業等を実施していないことにより、法人税・法人市民税の申告義務がなくかつ実際に

申告税額がない公益法人又は人格のない社団等の場合は、「法人税及び法人市民税の課税対象

となる収益事業等を実施していないことの宣誓書（様式11）」を提出してください。 

※４ 各種社会保険への加入の必要がないため、タ、チ及びツの提出ができない場合は、「労働保

険、健康保険及び厚生年金保険の加入の必要がないことについての申出書（様式12）」を提出

してください。 

※５ 加点項目「市内中小企業等であるか」及び「本市重要施策を踏まえた応募団体の取組状況」

において加点を希望する団体は、「評価基準加点項目に係る申出書」を作成し、該当項目に係

る必要書類を添付の上、提出してください。 
※６ 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第７項による障害者雇用状況の報告義務を有さ

ない事業者であって、加点を希望する場合には、障害者雇用率が 2.50％を超えていることを

確認するため、「評価基準加点項目に係る申出書（様式 13）」に加えて「障害者雇用計算表（様

式 13－２）」に必要事項を記入の上、提出してください。 

 

【注意事項】 

・ 共同事業体として応募する場合は、上記アからキまでに加えて、代表団体を含むすべての構

成団体に関する上記クからナまでを提出してください。その際、次の書類を併せて添付してく

ださい。 

▪ ニ－(ｱ) 共同事業体の結成に関する申請書（様式 14） 

▪ ニ－(ｲ) 共同事業体連絡先一覧（様式 15） 

・ 中小企業等協同事業組合として応募する場合には、上記アからキまでに加えて、すべての担

当組合員に関する上記クからナまでを提出してください。その際、次の書類を併せて添付して

ください。 

▪ ニ－(ｳ) 事業協同組合等構成員表（様式 16） 

・ その他、必要に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。 

 

(5) 資格要件及び欠格事項について 

ア 資格要件 

法人その他の団体、又は複数の法人等が共同する共同事業体であること（法人格は不要。ただ

し個人は除く。） 

イ 欠格事項 

次に該当する団体は、応募することができません。 

(ｱ) 法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納していること 

(ｲ) 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入の必要

があるにも関わらず、その手続を行っていないこと 

(ｳ) 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること 

(ｴ) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、本市又は他の地方公共団体から２年以内に指定の

取消を受けたものであること 

(ｵ) 地方自治法施行令第 167条の４の規定により、横浜市における入札参加を制限されているこ

と 

(ｶ) 選定委員が、応募しようとする団体の経営又は運営に直接関与していること 

(ｷ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法人等（横浜市暴力団排除条例（平成
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23年 12月横浜市条例第 51 号）第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。）であ

ること 

※ 本項目については、提出された「役員等氏名一覧表（様式８）」により、横浜市から神奈

川県警察本部に対し調査・照会を行います。 

(ｸ) ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合においては、必要な措置の実施に

ついて労働基準監督署に報告済みでないこと 

ウ 共同事業体に関する取扱い 

共同事業体の場合には、構成する全ての団体が欠格事項のいずれにも該当しないとともに、次

の事項を満たしていることが必要です。 

(ｱ) 協定締結時までに、代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の

写しの提出が可能であること 

(ｲ) 当該共同事業体の構成団体が上郷地区センターの指定管理者の選定に単体として応募してお

らず、かつ、２以上の共同事業体の構成団体として応募していないこと 

エ 中小企業等協同組合に関する取扱い 

中小企業等協同組合の場合には、本指定管理業務を担当する全ての組合員が欠格事項のいずれ

にも該当しないとともに、次の事項を満たしていることが必要です。 

(ｱ) 応募時に担当組合員及び責任分担を明確に定め、「事業協同組合等構成員表」の提出が可能

であること 

(ｲ) 当該中小企業等協同組合の担当組合員が上郷地区センターの指定管理者の選定に単体として

応募しておらず、かつ、２以上の中小企業等協同組合の担当組合員として応募していないこと 

オ 公募要項の承諾 

応募者は、応募書類の提出をもって、本公募要項の記載内容を承諾したものとみなします。 

カ 接触の禁止 

選定委員、横浜市職員その他の本件関係者に対して、本件応募について直接・間接を問わず接

触を禁じます。 

キ 重複応募の禁止 

同一案件に対して、複数案の応募に参画することはできません。 

ク 応募内容変更・追加の禁止 

提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。ただし、選定委員会が認めた場合

はこの限りではありません。 

ケ 応募団体職員以外による、次の行為の禁止 

応募にあたって、応募団体（共同事業体に当たっては構成団体、中小企業等協同組合に当たっ

ては組合員となっている団体）の職員以外が、次の行為を行うことを禁止します。 

(ｱ) 応募説明会・現地見学会への代理出席 

(ｲ) 事業計画書等、提出書類の作成（作成に関する技術的な助言等は可とします） 

(ｳ) 選定委員会の面接審査への出席 

コ 応募者の失格 

応募者が次の事項に該当した場合は、失格となることがあります。 

(ｱ) カからケまでの禁止事項に該当するなど、本公募要項に定める手続を遵守しない場合 

(ｲ) 応募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合 

サ 応募書類の取扱い 

応募書類は理由を問わず返却しません。 

シ 応募書類の開示 

指定管理者及び指定候補者の応募書類については、「個人情報の保護に関する法律」及び「横

浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づく情報開示請求が提出された場合は、原則とし

て請求者に対して開示されることとなります。 

その他、横浜市が必要と認めるときは、提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

ス 応募の辞退 

正当な理由がある場合に限り、応募書類を提出した後に辞退することを認めます。その際に

は、「辞退届（様式 18）」を提出してください。 
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セ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は団体の負担とします。 

ソ 提出書類の取扱い・著作権 

横浜市が提示する設計図書（平面図等）の著作権は横浜市及び設計者に帰属し、団体の提出す

る応募書類の著作権は作成した団体に帰属します。 

タ 団体の重要事項の変更 

応募しようとする団体が、応募後に法人格等を変更（※）する可能性のある場合（応募時に法

人化等の手続き中である場合など）は、必ず応募前に横浜市へ相談してください。 

※ 法人格の変更とは、法人格を有していない団体が法人格を取得する場合、法人格の種類を

変更するなど、法人格の一部を変更する場合も含みます。 

 

６ 協定及び準備に関する事項 

(1) 協定の締結 

選定委員会による審査及び選定後、横浜市は指定候補者と細目について協議を行い、その後、横

浜市会の議決を経て指定管理者として指定された後に、基本協定を締結します。 

また、毎年度、指定管理料の金額等に関する年度協定を締結します。 

(2) 協定の主な内容 

ア 管理運営業務の範囲及び内容 

イ 法令の遵守 

ウ 管理運営業務実施上の規定等(第三者への再委託、緊急時の対応及び施設の保全・改修等) 

エ 管理運営費用に関する事項（口座管理、指定管理料支払い方法の原則等） 

オ 管理運営業務実施状況の確認方法及び確認事項 

カ 施設の維持保全及び管理に関する事項 

キ 施設内の物品等の所有権の帰属に関する事項 

ク 権利義務の譲渡等の禁止に関する事項 

ケ 管理運営業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項 

コ 指定期間満了に関する事項 

サ 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項 

シ 協定内容の変更に関する事項 

ス その他必要な事項 

(3) 開業準備及び業務の引継ぎ 

ア 指定管理者は、指定開始日に先立ち、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研

修等を行うこととします。また、本業務を遂行するために許認可が必要となる場合は、指定管理

者の責任及び費用において取得することとします。なお、必要と認める場合には、指定開始日に

先立ち、施設の視察を申し出ることができます。 

イ 業務の開始にあたっては、現に施設を利用している利用者、利用団体等の利用の継続性を妨げ

ないよう配慮することとします。 

ウ 指定管理者は指定期間の終了までに、指定開始日を基準として施設を原状に回復し、横浜市に

対して施設を明け渡さなければなりません。ただし、横浜市が認めた場合には、施設の原状回復

を行わず、別途横浜市が定める状態で施設を明け渡すことができるものとします。 

エ ウェブサイトのアドレス（ＵＲＬ）は、次の指定管理者に引き継ぐものとします。引継ぎが困

難な場合は、アドレスが変更になった旨を旧サイトに掲載し、一定期間（概ね１年間）新サイト

に利用者を誘導するよう努めます。 

オ 導入した Wi-Fi環境、施設予約システム等は、利用者、利用団体等の利用の継続性について配

慮した引継ぎを行うものとします。 

 

(4) 指定候補者及び次期指定管理者の変更 

指定候補者は、提出済みの指定申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、関係書類

を添えて直ちに横浜市へ届け出るものとします。 

横浜市は、市会の議決を経るまでの間に、指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適

当と認められる事情が生じた場合には、指定しないことができるものとします。また、指定から指
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定期間開始までの協議の過程において指定管理業務の実施が困難であることが明らかになった場合

及び協議が成立しない場合には、当該団体の指定を取り消すことができるものとします。 

上記の場合には、次点候補者を指定候補者として、協議を行い、指定管理者の候補団体として市

会に議案を提出します。 

なお、市会の議決が得られなかった場合においても、上郷地区センターに係る業務及び管理の準

備のために支出した費用については、一切補償しません。また、市会の議決が得られないことによ

り、施設の管理運営開始が延期となった場合の損害についても、補償しません。 

(5) 指定取消及び管理業務の停止等 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために横浜市が行う指示に従わないとき、その他指定

管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、地方自治法第 244条の２第 11

項の規定に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることがあります。 

指定取消又は管理業務の停止を行う必要がある場合の例として、次のようなものが考えられま

す。 

ア 当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき 

イ 地方自治法第 244 条の２第 10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず又

は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 

ウ 地方自治法第 244 条の２第 10項の規定に基づく指示に従わないとき 

エ 本公募要項に定める資格要件を失ったとき 

オ 応募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

カ 指定管理者の、経営状況の悪化や組織再編行為等により管理業務を継続することが不可能又は著

しく困難になったと判断されるとき 

キ 指定管理者の、指定管理業務に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続さ

せることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

ク 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

ケ 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、

暴動、ストライキ及び感染症等の流行などの横浜市又は指定管理者の責めに帰すことのできない自

然的又は人為的な現象を言う）により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき 

コ 指定管理者から、指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める書面による申し出

があったとき 

サ 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

シ その他、横浜市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき 

指定管理者の責めに帰すべき事由により指定取消又は管理業務の停止を行った場合には、指定管

理料の減額、既に支出した指定管理料の返還又は横浜市に損害が発生した場合の損害賠償の支払い

等を求めることがあります。 

また、指定管理者が、横浜市の実施する指名競争入札に参加する資格を有する者であり、指定期

間中に「横浜市指名停止等措置要綱」に定める措置要件に該当するときは、同要綱に基づく指名停

止を行います。 
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－ 横浜市上郷地区センター関連資料 － 

 

 

１ 施設の概要 

(1) 施設の特徴 

上郷地区センターは、区内で３番目の地区センターとして、平成 18 年に開館しました。比較的

新しい建物であることから、市内の地区センターとしても高い稼働率を保っています。 また、新

たなサークルの拠点として機能しています。 

 

(2) 施設の概要 

ア 名  称 横浜市上郷地区センター 

イ 場  所 横浜市栄区上郷町 1173-5 

ウ 施設規模 構  造 鉄筋コンクリート造り 地上２階 

延床面積 1724.56㎡ 

エ 施設内容（詳細は別紙２「横浜市上郷地区センター施設概要」参照） 

１階 ロビー、フリースペース、図書コーナー、ミーティングルーム、プレイルーム 

体育室（更衣室、シャワールーム、器具庫）、事務室 

２階 小・中会議室、和室、料理室、音楽室、工芸音楽室、娯楽コーナー 

屋外 駐車場、駐輪場 

(3) 利用の基準 

ア 開館時間 

(ｱ) 月曜日から土曜日まで：午前９時から午後９時まで 

(ｲ) 日曜日、祝日及び休日：午前９時から午後５時まで 

イ 時間区分 

(ｱ) 会議室、体育室等：３時間１区分 

午前（９時～12 時）、午後①（12時～15時）、午後②（15時～18時）、夜間（18時～21時） 

(ｲ) 料理室：２時間１区分 

ウ 休館日と施設点検日 

(ｱ) 休館日 

12月 28 日から１月４日まで 

(ｲ) 施設点検日 

指定管理者は、月１回以内で施設点検日を設定することができる。施設点検日の設定に際し

ては、予め横浜市と協議の上定めるものとする。 
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(4) 案内図・平面図等 

ア 案内図 

 

イ 平面図 
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(5) 施設運営の振り返り及び次期指定期間に指定管理者に求める方向性等 

横浜市は次期指定管理者に対して、次の視点を踏まえた提案を求めます。 

現指定期間におけ

る施設運営の振り返

り 

・ 施設全体の稼働率は、全地区センターの平均を約５％上回っています。 

・ 年間利用者数は、年々増加している（令和６年度 8.7万人）ものの、コ

ロナ禍以前は 10万人を超えていたことから、戻りきっていない状況で

す。特に高齢者（65歳以上）は、平成 30年度と比較して約２万人減少

しています。 

・ 会議室、体育室、料理室、音楽室の稼働率は、全地区センターの平均と

比べて比較的高いものの、和室の稼働率は、全地区センターの平均を下

回っています。 

・ 利用者層は高齢者・成人が中心で、子どもの利用は少ない状況です。 

このため、子ども向けの指定事業の実施や、近隣小学校へのチラシ配付

等により、子どもが継続して施設を利用するきっかけづくりに取り組ん

でいます。 

・ 上郷東連合町内会の会合への継続参加、子ども会と連携した「こどもキ

ラキラフェスタ」、上郷中学校ブロック学校運営協議会への継続参加等

を通じ、地域と一体となった運営が行われています。 

・ 令和４年７月に予約システムを導入し、利用者サービスと効率性が向上

しています。 

次期指定期間に指

定管理者に求める方

向性及び改善すべき

課題等 

・ 施設の利用率をさらに高めるための具体的な取組を提案してください。 

・ 幅広い世代の利用増につながる具体的な取組を提案してください。 

・ これまでに築かれた地域連携を維持・発展させつつ、地域コミュニティ

の醸成や地域住民の相互交流を促進させるための具体的な取組を提案

してください。 

 

２ 実施事業 

(1) 施設の運営 

ア 職員の雇用等 

施設を安全かつ安定して管理運営するために必要な人数の常勤職員及び非常勤職員を配置します。 

イ 利用料金 

(ｱ) 利用料金等の設定・変更 

各部屋の利用料金の上限は、条例で定められています。そのため、利用料金の設定・変更

は、条例の範囲内において指定管理者が区長の承認を得て行うことができます。 

また、割引料金等についても、区長の承認を得て定めることが可能です。 

指定管理者は、利用料金の設定・変更が区長に承認された場合、承認された利用料金を適用

する最初の利用日までに３か月以上の周知期間を設けなければなりません。 
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(ｲ) 利用料金の基準 

現在の利用料金は次のとおりです。利用料金の提案にあたっては、利用者に対するサービス

の低下とならないよう配慮してください。 

＜参考＞「現在の上郷地区センター利用料金」 

室 名 ３時間 ２時間※１ その他 

小 会 議 室 450円 300円  

中 会 議 室 1,050円 700円  

音 楽 室 1,140円 760円  

和 室 ※ ２ 750円 500円 ８畳間 
380円 （３時間） 

250円 （２時間） 

料 理 室 － 760円  

音楽工芸室 480円 320円  

体 育 室 ※ ２ 1,890円 1,260円 

1/3面 
630円 （３時間） 

420円 （２時間） 

2/3面 
1,260円（３時間） 

840円 （２時間） 

1/15面 150円 

2/15面 250円 

3/15面 380円 

4/15面 500円 

ミーティン

グ ル ー ム 
390円 260円  

 ※１ 日曜・祝日の午後３時から午後５時（料理室を除く） 

 ※２ 和室、体育室は分割利用可 

(ｳ) 利用料金の管理 

指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理するものとしま

す。 

(ｴ) 利用料金の減免 

横浜市の利用、横浜市が市政を推進するために行う事業及び公益的活動等による利用等につ

いては、利用料金の減免を行います。具体的な減免基準については、条例、規則及び「地区セ

ンター利用料金減免ガイドライン」に基づき、指定管理者と横浜市が協議して定めます。 
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地区センター利用料金減免ガイドライン（抜粋） 

＜減免の体系＞ 

■ 横浜市地区センター条例（第 10 条） 

「指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部

又は一部を免除することができる。」 

・ 指定管理者が必要と認める場合 

・ 規則で定める場合 

■ 横浜市地区センター条例施行規則（第７条） 

・ 本市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合（利用料金の全額） 

・ その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（市長の承認を得て指定管理者が定め

る額） 

■ 要綱（各館の利用要綱） 

・ その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（規則第７条（２））を、下記の取扱基

準に従い指定管理者と横浜市が協議し、各館の利用要綱に定める。 

◎ 減免及び優先申込の対象となる項目（取扱基準） 

 対象となる利用 減免の割合 

① 

・ 本市から委託・依頼・要請等を受けた事業を推進する目的で利用する場合 

（例：Ｇ３０、環境衛生・美化、防犯、防災などを目的としたもの） 

・ 区の自主事業を引き継いだ公益的事業を行う場合 

・ 指定管理者が地区センターの指定事業等を行うために利用する場合 

※ 本市その他の行政機関から委嘱を受け活動する者がその目的を達する

ために利用する場合においては、活動助成金の有無やこれまでの減免の状

況を考慮して決定する。 

10割 

② 

高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成等を目的に活動する

団体がその目的に沿った事業を実施するために利用する場合 

（例：配食サービス、食事会、リハビリ教室、健康相談、障害者機能訓練、読

み聞かせなど） 

５割 

③ その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 
５割又は 

10割 
 

 
ウ 各部屋の利用 

(ｱ) 利用の許可 

ａ 指定管理者は、利用者から利用申込があったときは、速やかに内容を確認し利用の許可を

行います。なお、利用申込の内容に疑義がある場合は、横浜市へ報告の上、対応について協

議することとします。 

ｂ 指定管理者は、必要な情報収集に努めるとともに、利用申込のあった者等に対し施設の利

用許可に関する取扱いについて、適切に説明を行い、理解を得ることとします。 

ｃ 指定管理者は、施設の利用許可に関する取扱いについて、職員に周知・徹底を図ります。

また、職員に対し必要な研修を行うこととします。 

ｄ 条例第４条及び第８条第３項の規定に基づき、次の利用については許可しません。 
 

▪ 営利のみを目的として利用するとき。 

▪ 利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。 

▪ 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。 

▪ 地区センターの管理上支障があるとき。 
 
(ｲ) 利用申込の受付、利用調整 

ａ 個人利用 

利用状況の把握等のため、利用者に受付簿への記入をお願いすることとします。 

また、小中学生のみで利用する場合には、地域の実情等に応じて、適切な退館時間を設定

することとします。 

ｂ 団体利用（団体、グループ） 
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(a) 利用申込の受付 

受付開始日から当日まで先着順に利用申込を受付けます。受付開始日に利用申込が重な

る場合は、抽選や利用者同士の話合いなどの方法で利用調整を行います。１団体の利用回

数等は、各施設がそれぞれの状況により定めます。 

施設の有効利用の観点から、利用日の１週間程度前からは特別な支障がない限り制限な

しに利用申込を受付けるなど、施設ごとにルールを定めて運営します。 

(b) 清掃、片付け時間 

部屋の清掃、片付けについては利用者に協力をお願いしています。また、これらの時間

も利用時間に含みます。 

ｃ その他 

・ 利用申込が必要となる施設の部屋の利用を行う場合の受付期間は、利用者の利便性等を

考慮し指定管理者が横浜市と協議の上定めます。 

・ 利用料金の減免対象となる場合のほか、指定事業が終了した後、その参加者がサークル

などの団体を形成し、引続き同様の活動を行う場合等には、優先申込を認めています。ま

た、行政や公共的団体等が使用する場合は、必要性を個々に協議し優先申込を認めていま

す。 

・ 横浜市が推進する各種事業等の実施のため必要とする場合は、優先申込について横浜市

と協議のうえ対応することとします。 

(ｳ) 利用者への施設の貸出、利用相談、利用支援 

指定管理者は、条例、規則及び利用要綱等に定めるところにより、施設の貸し出しを行うと

ともに、利用者の安全で適切な利用のため、利用の相談・問合せ、利用の申込、事前打合せ及

び施設利用等の機会を通じ、必要な指導、助言等を行います。 
 

【参考】各部屋の利用内容（一般的な例） 

 

ア 会議室 

会議、趣味、講座、研修など幅広く利用可能。 

イ 工芸室 

美術や工芸の道具などを使用できる。空いていれば会議などにも利用可能。 

ウ 料理室 

調理台があり、調理実習などに利用可能。 

エ 和室 

着付け、華道、茶道などの和室の特徴を生かした利用を優先している。会議などにも利用可能。 

オ 体育室 

卓球、バドミントン、バレーボールなどに利用可能。個人利用の場合は、用具類を利用者

に無料で貸し出しています。 

個人利用、団体利用の時間帯を施設ごとに定めています。 

※ 個人利用枠を確保する観点から体育室の団体利用は、原則利用コマ数の５割までに制

限している。団体利用の場合、体育室全体を使用しない場合は、人員により全面、1/2面、

1/3面というように利用調整をしています。 

カ 図書コーナー 

自由に利用できる場所として設けています。図書の閲覧と貸出しを行ってます。 

図書を借りるには、利用者に登録をしてもらっています。 

図書の新規購入は、利用者から希望をとるなどして適切な選定をするよう努めています。 

図書情報の提供を受けるなど、各区の図書館と連携を図っています。また、横浜市のウェ

ブサイトでは各地区センターの蔵書検索サービスを行っています。 

キ プレイルーム 

幼児の遊び場として開放しており、必ず保護者の同伴をお願いしています。原則として団

体での利用ではなく、自由に利用できる場所として設けています。 

ク グループ室（ミーティングルーム） 

自由に利用できる部屋として開放しています。（団体利用の部屋としている場合や個人の勉



 

30 

強室・飲食ができる場所としている場合もあります。） 

ケ 娯楽コーナー 

囲碁、将棋、オセロなどに自由に利用できる場所として設けています。道具類は受付で貸

出しを行っています。 

コ 印刷コーナー 

印刷機、コピー機などを設置。地区センター利用に際して必要な印刷物を作成する利用者

に実費相当で使えるようにしています。 

サ ロビー 

ロビーは、利用者に広く開放し、利用者間の交流、歓談の場となるよう配慮しています。 
 

※ 施設内での飲食の扱いについて 

利用者の軽飲食は、場所を指定するなど施設の実情に合わせて認めています。会議室等で

の飲食については、会合などに伴うお茶、菓子、昼食などが取れるようにしています。 
 
エ 利用要綱の策定 

指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協

議の上定め、利用者の閲覧に供します。また、施設のウェブサイトで公開することとします。 

なお、前指定管理者がいる場合にはその内容を引き継ぐこととします。 

利用要綱に定める主な内容は次のとおりとします。 

・ 利用目的に関すること。 

・ 開館時間、休館日及び利用時間帯に関すること。 

・ 利用手続、利用申込の受付及び申込回数に関すること。 

・ 利用条件等の利用のルールに関すること。 

・ 利用制限及び利用の取消に関すること。 

・ 利用料金表及び利用料金の徴収、返還並びに減免に関すること。 

・ 優先申込に関すること。 

オ 条例第２条第２項に基づき行う施設の指定事業の計画、実施 

(ｱ) 目的 

条例第２条第２項で定める指定事業の趣旨に則り、地域住民の自主的活動を援助するもので

あり、地域住民の参加による新たな地域コミュニティ団体などの形成及び地域住民の相互交流

の推進を目的としています。 

地域のニーズを十分に把握し、年齢、性別に片寄らず多くの住民が参加できるような事業展

開を求めます。 

(ｲ) 参加者負担金 

事業に必要な経費は、参加者に負担を求めることができます。ただし、指定事業の目的を損な

わないよう、参加費の設定には留意することとします。 

(ｳ) 講師への謝金 

指定事業の実施目的を踏まえ、過度に高額にならないよう、講師の理解と協力を得るように努

めます。 

(ｴ) 地区センタープレイルームを活用した指定事業の実施について 

本市では子育て施策を推進しています。その施策の一環としてプレイルームの利用促進に取

り組んでいるため、全ての地区センターにおいて、プレイルームを活用した指定事業を実施する

こととします。 

カ 広報・ＰＲ、情報提供 

(ｱ) 「利用案内」の備付け 

指定管理者は、利用者に施設内容、利用方法などを知らせる「利用案内」、「利用の手引き」

などを作成し、窓口などに備えます。また、原則、施設のウェブサイトにおいても公開するこ

ととします。 

(ｲ) 「施設だより」の発行 

指定管理者は、施設の広報として、指定事業の内容など施設からのお知らせのほか、利用団

体の情報、利用者の声を掲載するなど、施設と利用者との双方向の紙面として発行します。 

(ｳ) 広報・ＰＲ、その他の情報提供 
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指定管理者は、施設の利用促進を図り、また、運営の透明性を図るため、次の例を参考に、

施設の広報・ＰＲ、情報提供等を行います。 

・ ウェブサイトの開設、更新等（横浜市のウェブサイトと連携すること。） 

・ 教室・講座など指定事業情報等の広報区版への掲載 

・ 電話等での各種問い合わせへの対応 

・ 来館者及び見学者等への応接（施設の案内）等 

・ 事業計画書・事業報告書等、施設の指定管理業務等を紹介する資料の閲覧 

・ ＳＮＳによる情報発信 

キ 地区センター予約状況閲覧システム※への利用情報等の登録 

※ 予約管理や利用統計等に使用するシステムです。なお、地区センター予約状況閲覧システム

については指定期間中に新たなシステムに変更となる可能性があります。 

URL：https://cgi.city.yokohama.lg.jp/shimin/chikucenter/ 

ク 事業計画、事業報告及び利用統計に関すること 

ケ 書籍の貸出、購入及び管理に関すること 

コ 利用者への Wi-Fi環境等の提供に関すること 

(ｱ) 貸室における活動時や災害時等に活用できる Wi-Fi環境を導入し、利用者に提供します。 

(ｲ) 利用者・市民の利便性の向上を図るため、貸出諸室における Wi-Fi環境の導入や、誰でも利

用できるフリーWi-Fi の導入に努めることとします。 

サ 図書取次サービスに関すること 

横浜市では、横浜市立図書館の図書サービスへのアクセス性の向上に向け、予約した図書の貸

出・返却などができる図書取次拠点の増設に向けた取組を進めています。本施設においては、指

定期間中の令和９年度から新たな図書取次拠点となり図書取次サービスを実施します。 

このため、図書取次サービスに関する経費については、提案時の事業計画に含むこととしま

す。 

なお、本業務の詳細については、別紙１「図書取次サービスについて」を参照してください。 

シ その他施設の庶務事務に関すること 

 (2) 施設及び設備の維持管理 

ア 施設及び設備保守管理業務 

・ 指定管理者は、施設及び設備を常に良好な状態に保ち、快適で安全な利用環境・美観を保持

し、財産の保全と利用者及び職員の安全確保を図ります。また、施設及び設備について、関係

法令に従い保守点検を行うほか、施設及び設備の破損及び汚損に対する予防保全に努め、日常

の点検を行うものとします。 

・ 施設及び設備等（備品含む）の修繕等について、１件につき 60万円（消費税及び地方消費

税含む。）未満のものについては、年間の合計金額が 200万円（消費税及び地方消費税含む。）

の範囲内で、指定管理者が自己の費用と責任により実施することとします。 

なお、年間の合計金額が 200万円を超えた部分の取扱いについては、当該金額を超えた修繕

は、横浜市の負担により実施します。ただし、上記に示す指定管理者の費用負担の金額を超え

る場合であっても、横浜市との協議に基づき指定管理者が執行する場合は、この限りではあり

ません。また、この場合、指定期間終了後の買取を求めないことを条件とします。 

・ 建築局が実施する劣化調査や二次点検等に伴い、建築局が指摘する優先的に行うべき修繕等

については、横浜市と指定管理者が協議し速やかに対応を行うこととします。 

・ 指定管理者はあらかじめ維持管理計画書を作成し、横浜市に提出することとします。 

・ 施設及び設備に不具合を発見した際には、速やかに横浜市に報告し、施設の運営に支障をき

たさないよう直ちに保全措置をし、その結果について横浜市に報告を行います。 

・ 自家用電気工作物を有する施設にあっては、指定管理者は、電気事業法その他の法令等に基

づき、必要な管理体制を整えます。 

※ 建築基準法第 12 条第２項の点検は、原則横浜市が行うため指定管理業務の対象とはなり

ません。 

イ 設備機器管理業務 

指定管理者は、施設及び設備の機能を維持するとともに、利用者が快適に施設を利用できる良

質な環境を提供します。業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/shimin/chikucenter/
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常に機能しないことが明らかになった場合には適切な方法により対応するとともに、横浜市へ報

告します。 

(ｱ) 運転監視業務 

設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視並びにこれに関連する電力、用水、燃料等

の需給状態を管理します。また、設備に応じて、適切な運転記録をとります。 

(ｲ) 日常点検業務 

日常の機器運転管理、点検、整備を行います。また、点検及び正常に機能しない際の対応等

について、適切に記録を残します。 

(ｳ) 定期点検･整備業務 

法定点検（※注）を適切に行うほか、設備の予防保全に努め、外観点検、機能点検、機器動

作特性試験、整備業務等を行います。その際に、必要な消耗品等の更新についても、指定管理

者の負担（１件あたり消費税及び地方消費税込 60万円未満）により随時行います。また、点

検結果及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残します。 

※ 建築基準法第 12 条第４項の点検（昇降機に関するものを除く）は、原則横浜市が行うた

め指定管理業務の対象とはなりません。 

ウ 清掃業務 

指定管理者は、施設について、良好な環境衛生、美観の維持を心がけ、施設としての快適な空

間を保つために、清掃業務を実施します。清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実

施するものとします。 

(ｱ) 日常清掃 

指定管理者は、管理区域にかかる箇所について日常的に清掃を行い、施設、設備、備品、器

具等が常に清潔な状態に保たれるようにします。また、清掃回数等の条件は、指定管理者が利

用頻度に応じて、適切に設定します。特に、便所等の水周りについては、衛生等について留意

し、消耗品は常に補充された状態にします。 

(ｲ) 定期清掃 

指定管理者は、管理区域において日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に行うた

め、必要に応じて定期清掃を実施します。 

エ 備品管理業務 

(ｱ) 備品の管理 

・ 指定管理者は、本業務実施の用に供するため、別添「物品管理簿」に示す施設の備品を管

理します。 

・ 指定管理者は、指定期間中、施設の備品を常に良好な状態に保つとともに、施設における

利用者の活動に支障をきたさないよう、施設に備付けの備品の管理を行います。また、その

他、本業務において必要とされる備品の調達や不具合の生じた備品の更新については、原則

的に本業務会計で購入するものとします。 

また、利用者が備品を破損した場合は、故意又は重大な過失によるものでなければ原則と

して利用者に弁償を求めません。 

・ 指定管理者が本業務会計において備品を購入した場合、備品は横浜市に帰属するものと

し、市に寄贈願を提出するものとします。本業務会計によらず、指定管理者が自己の負担に

より任意に購入した備品については、指定管理者に帰属するものとします。 

・ 指定管理者は、指定期間中、施設の備品を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第

三者に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはなりません。 

(ｲ) 物品管理簿 

・ 指定管理者は、備品の管理に当たっては、横浜市の基準に準じて物品管理簿を作成し、確

実に行います（廃棄の場合も同じ）。 

・ 物品管理簿に記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、保管場

所、整理番号等を必ず含むこととし、現品を管理するシールにも整理番号を記載して管理を

徹底します。 

・ また、指定管理者に属する備品（指定管理者が自己負担により任意に購入・調達した備

品）は、本物品管理簿とは別に管理します。 
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(ｳ) 指定期間終了時の扱い 

指定期間の終了に際し、横浜市に属する備品については、横浜市又は横浜市が指定するもの

に対して引き継ぐこととします。また、指定管理者に属する備品については、原則として指定

管理者が自己の責任と費用で撤去、撤収するものとします。ただし、横浜市と指定管理者が協

議の上合意した場合、横浜市又は横浜市が指定するものに対して引き継ぐことができるものと

します。 

オ 保安警備業務 

指定管理者は、施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の

確保のために保安警備業務を行います。 

業務にあたっては、施設の使用目的、使用内容等を充分に把握するとともに、警備業法、労働

基準法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守します。 

なお、夜間警備業務については、各階の戸締、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認及び各

所の火災予防点検を行います。侵入者･不審者等を発見した場合は、適切に対応します。また、

警備日誌を作成します。 

カ 外構、植栽管理業務 

指定管理者は、施設の景観を保持するため、敷地内における施設の外構の清掃及び地面、駐車

場その他施設付属物等の維持管理を行います。また、次に示すような敷地内の植栽の管理（除

草・草刈、中低木管理、高木管理）を行います。 

(ｱ) 散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈を適正に行い、適切な緑樹の状態を維持すること。 

(ｲ) 植栽が事業期間内に枯損した場合は、復元を行うこと。 

(ｳ) 業務の実施にあたっては施設の利用に影響のないように実施すること。 

キ 環境衛生管理業務 

指定管理者は、利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供するため、常に施設の適切

な環境衛生の維持に努めます。業務に当たっては、施設の使用目的、使用内容等を充分に把握す

るとともに、関係法規を遵守し、法定点検を適切に行います。 

なお、延床 3,000 ㎡以上の特定建築物に該当する場合は、「建築物における衛生的環境の確保

に関する法律」に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要があります。 

ク 廃棄物処理業務 

施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、横浜市の分別ルールに沿って適切に分

別を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」等に沿った取組を

推進します。 

(3) 緊急時等の対応 

ア 急病等への対応 

指定管理者は、施設の利用者、来場者等の急な病気、けが等に対応できるよう、マニュアルを

作成するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行います。また、利用

者、来場者等が死亡、重傷等の重大な事故が起こった場合は、ただちに横浜市にその旨を連絡し

ます。 

なお、指定管理者は、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の積極的な導入に努め、導入した場合は

適切な管理及び職員への十分な操作研修を行います。 

イ 緊急時の対応等 

(ｱ) 指定管理者は、防災、防犯及び事故等の予防のため、あらかじめ具体的計画を記載したマニ

ュアルを作成するなど、防災等の体制を整えます。また、防火管理者を選任した上で消防計画

書を作成し、所轄の消防署に届出を行います。 

(ｲ) 指定管理者は、災害、事件、事故、急病等の緊急事態に備えあらかじめ緊急時対応マニュア

ルを作成し、職員への必要な訓練を行うと共に、緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措

置を講じ、横浜市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報します。また、警察、消防等

に要請するような災害等の緊急事態が発生した場合には、ただちに横浜市にその旨を連絡しま

す。 

(ｳ) 開館時に台風の発生などに伴い危険が予想されるときは、横浜市と協議のうえ、閉館などの

対応を行うこととします。 

(ｴ) 雨漏り、壁の亀裂など重大なものについて、速やかに修繕の必要がある場合には、横浜市へ
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連絡することとします。 

ウ 遺失物、拾得物の処置・保管 

施設内で遺失物・拾得物を発見した場合は、拾得物保管表に記入し、保管・処理します。貴重

品類は事務所にて保管することとします。 

(4) 利用者サービス向上、利用促進等の取組 

ア 新たな取組等を検討する場合 

指定管理者は、利用者サービス向上、利用促進及び指定管理料削減に繋がる運営改善の取組を

行おうとする場合、各種ガイドラインに基づき、横浜市と協議の上、必要な手続を経て実施しま

す。 

イ 施設を使用する場合の条件 

指定管理者が運営改善の取組のため次の例により施設の空きスペース等を使用する場合は、行

政財産の目的外使用となるため、横浜市の規定に従い目的外使用許可を得て、使用料を納入しま

す。 

また、これにより収入が発生する場合には、収支予算書、収支決算書等に具体的な名称と共に

計上し、適正に経理することとします。 

(ｱ) 物販等事業 

指定管理者は、利用者の利便性を図るため、行政財産の目的外使用許可を得た上で、施設で

使用する用具類や飲食物等を販売するための自動販売機や販売コーナー、リソグラフを含むコ

ピー機等を設置することができます。ただし、酒類及びタバコの販売はできません。 

なお、メーカー希望小売価格以下で販売する飲料の自動販売機や、飲料及び施設で使用する

用具類を仕入れ相当額で販売するための販売コーナー並びにリソグラフを含むコピー機等の設

置については、指定管理業務として扱うものとします。 

(ｲ) 広告物掲示事業 

指定管理者は、目的外使用許可を得た上で、施設内外に広告物を掲出することができます。

なお、広告掲出にあたり広告主から料金を徴収することができますが、広告の掲出場所や広告

掲出料の設定は予めその内容を横浜市と協議したうえで指定管理者が決定するものとします。 

なお、屋外に広告物を表示、設置する場合は、「横浜市屋外広告物条例」に基づく許可が必

要となるほか、地域のまちづくりルール等で制限をしている場合があるので、事前に確認しま

す。 

ウ 施設の運営に関する委員会の設置（地区センター委員会等） 

指定管理者は、地区センター委員会を設置して会議を開催し、利用者の要望や施設の管理運

営、指定事業の企画等に対する意見を聴取し、その意見を施設運営に生かすものとします。 

委員は、地元の連合町内会自治会、青少年団体等の地域の団体の代表者、利用者、公募による

市民などから選任します。 

エ 利用者会議の開催 

指定管理者は、利用者の生の声を運営に取り入れ、また、運営内容を利用者に理解してもらう

ため、利用者会議を開催します。 

オ 運営改善の取組 

(ｱ) 施設の委員会、利用者会議、利用者アンケートその他により地域や利用者のニーズを把握

し、利用者サービスの向上に努めます。 

(ｲ) 地域住民の意向、ニーズを把握し、これを十分に踏まえるとともに、区内公的施設や関係団

体との連携に努め、地域住民の主体的な活動を支援します。 

(ｳ) 利用状況等の動向を分析し、必要な運営の見直しを行うなどにより、利用者数の拡大や稼働

率の向上等、施設の利用促進を図ります。 

(ｴ) 指定管理者は、そのノウハウや創意工夫を生かし、利用者サービス向上、利用促進及び指定

管理料削減に繋がる新たな運営改善の取組を横浜市に提案することができます。 

(ｵ) 指定管理者は、上記運営改善の取組を行おうとする場合、あらかじめ横浜市とその内容、必

要な手続等について協議します。また、その検討にあたっては、各施設の委員会等に諮り了解

を得て進めます。 
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３ 自主事業（Ａ型及びＢ型）の実施 

条例第２条第２項に基づき行う指定事業の他に、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、施

設の魅力向上、利用促進、利用者サービスの向上等を目的に、指定管理者の責任と費用により自主事

業（Ａ型及びＢ型）を実施することができます。詳細については、「指定管理者制度における実務手

引き」を参照してください。 

 

４ 協議 

本公募要項及び協定書に定めのない事項又はその記載事項の解釈に疑義が生じた場合は、横浜市と

協議し決定することとします。
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（別紙１） 

■ 図書取次サービスについて 

１ 図書取次サービスの概要   

・ 「図書取次サービス」とは、図書館以外の場所で、予約した横浜市立図書館（以下「市立図

書館」という。）の本の貸出しと返却ができるサービスであり、そのサービスを提供する場所

を「図書取次拠点」といいます。 

・ 市立図書館で図書館カードを作り、パスワードとメールアドレスを登録している利用者は、

図書取次拠点を受取場所に指定して図書を予約することができます。 

・ 利用者は、予約本の到着連絡メールを受け取った後、図書取次拠点で本を借りることがで

きます。 

・ 予約本に限らず市立図書館の本は、図書館だけでなく、図書取次拠点でも返却することが

できます。 

 

２ 図書取次拠点における図書取次サービス業務（３「業務フロー（イメージ）」参考） 

【業務概要】 

＜貸出・返却業務＞ 

・ 市立図書館から届いた予約本は、市立図書館の業務端末を使って搬送受取処理（バーコー

ドスキャン）を行い、予約棚に並べます。 

・ 利用者が来館した際には、その予約本を市立図書館の業務端末を使って貸出処理（バーコ

ードスキャン）を行い、貸し出します。 

・ 利用者が返却に持参した市立図書館の本は、業務端末で返却手続き（バーコードスキャン）

を行い、市立図書館へ配送します。なお、本の運搬は市立図書館が行います。 

＜その他＞ 

・ 予約本には取置期限があるため、期限が切れた本は市立図書館へ返却します。 

・ 図書館カードの利用者情報の確認や変更、業務に必要な帳票の出力なども行います。 

 

【業務内容】 

(1) 図書取次サービス開始・終了準備業務 

業務端末機器等起動・終了、(2)～(7)の業務に必要な様式・リスト等の印刷、市立図書館

の休館案内などの配布物・掲示物の印刷及び補充。 

(2) 図書館カードの登録情報の確認及び変更 

登録情報（住所・電話番号・有効期限等）の確認及び変更処理。 

※ 新規登録業務は図書取次拠点では行いません。 

(3) 市立図書館の本の貸出し 

本や付録ＣＤ等の状態確認及び貸出手続き。 

(4) 市立図書館の本の返却 

本や付録ＣＤ等の状態確認及び返却手続き、貸出延長・再貸出の処理。 

(5) 利用者対応、案内業務 

図書取次サービス及び市立図書館の利用案内、軽微な問合せへの対応。 
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※ 予約の受付は図書取次拠点では行いません。 

(6) 予約棚の確認 

予約棚の整理整頓、取置期限切れの予約本の処理（予約棚からの抜き取り、予約取消処理）。 

(7) 市立図書館の本の搬送に係る業務 

荷作り・荷開け・仕分け作業、搬送受取処理、予約棚への配架、搬送受取処理漏れ資料の

確認・再入力。 

(8) 施設・機器管理業務 

事務消耗品の購入・補充、拾得カードの対応、図書館情報システムの更新・アップデート

等の作業。 

 

３ 業務フロー（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：既存図書取次拠点のうち地区センターでの令和６年度利用実績※１】 

※１ 利用実績は「横浜市の図書館 2025」より引用 

※２ １日平均は各地区センターの開館日数をもとにした試算 

区名 施設名 
貸出利用者数（人） 

〔１日平均※２〕 

貸出冊数（冊） 

〔１日平均※２〕 

返却冊数（冊） 

〔１日平均※２〕 

【参考】 
地区センター 
入館者数（人） 

港南 港南台 
地区センター 

14,834/年 
〔約 43/日〕 

25,797/年 
〔約 75/日〕 

36,280/年 
〔約 105/日〕 

116,306 

青葉 美しが丘西 
地区センター 

9,778/年 
〔約 28/日〕 

16,166/年 
〔約 47/日〕 

16,304/年 
〔約 47/日〕 

162,911 

大場みすずが丘 
地区センター 

5,169/年 
〔約 15/日〕 

8,547/年 
〔約 25/日〕 

8,502/年 
〔約 25/日〕 

113,776 

奈良 
地区センター 

9,942/年 
〔約 29/日〕 

16,637/年 
〔約 49/日〕 

18,563/年 
〔約 54日〕 

111,010 

藤が丘 
地区センター 

13,592/年 
〔約 39/日〕 

22,927/年 
〔約 66/日〕 

22,390/年 
〔約 65/日〕 

130,579 

若草台 
地区センター 

10,791/年 
〔約 31/日〕 

17,408/年 
〔約 50/日〕 

15,351/年 
〔約 44/日〕 

141,228 
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（別紙２） 

横浜市上郷地区センター施設概要 

 

階数 室名 
標準面積

（㎡） 
施設内容 主な利用内容 

１階 事務室 54.36 事務室、受付カウンター 

印刷コーナー、更衣室 

湯沸し室 

来館者受付、利用案内 

物品及び図書の貸出し 

印刷物作成、管理運営事務など 

ロビー・フリース

ペース 

73.55 ロビー・フリースペース 歓談、読書など 

図書コーナー 60.19 書架(一万冊程度収容)  

ミーティングル 

ーム 

29.25 会議室 15 人前後の会議、グループ活動な

ど 

プレイルーム 52.50 遊戯室 幼児の室内遊び場（昼間） 

体育室 523.90 中学校規模の体育室 

（音響装置、映写装置） 

トレーニングコーナー 

各種スポーツ、レクリエーショ

ン、300人程度の集会、映画会

など 

器具庫 42.61 収納棚 体育器具倉庫 

更衣室 

シャワー室 

24.60 更衣室 

シャワー室 

体育室利用者用更衣 

２階 中会議室 76.74 会議室（映写装置） 45人前後の会議、研修会 

講演会、映写会など 

小会議室 33.60 会議室 18人前後の会議、研修会 

グループ活動など 

和室 55.25 和室二間、水屋 会議室、会合のほかに茶道 

華道などのグループ活動など 

料理室 71.31 料理室 

（調理台、流し、調理器具） 

24人程度の料理の講習会 

グループ活動など 

工芸音楽室 30.80 工作室 

（工作台、流し、倉庫） 

カラオケ、絵画、七宝焼き 

音楽室 70.8 ピアノ 合唱、楽器の練習など 

娯楽コーナー 39.00  歓談、囲碁、将棋 

共用

部分 

 486.10 エントランス、廊下、階段

エレベーター 

便所（身体障害者兼用１か

所、その他２か所） 

機械室（空調、電気、機械

室） 

その他（倉庫など） 

 

計 1724.56 ㎡  
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（別紙３） 

地区センター職員業務内容（参考例） 

 

１ 地区センター館長ほか常勤職員の業務内容 
 業     務     名 

総 括 施設の事務総括 

委 員 会 地区センター委員会等に関する事務 

一 般 庶 務 休暇（非常勤職員勤務調整を含む）、出張に関する事務 

職員の保健、福祉に関すること 

ニュース発行、広報に関する事務 

緊急時の対応、（風水害、事故など）に関する事務 

苦情、相談、要望に関する事務 

連 絡 調 整 区との連絡調整に関する事務 

文 書 事 業 公印、文書に関する事務 

統計、報告に関する事務 

指 定 事 業 地域コミュニティの醸成や地域の連携に寄与する指定事業の企画、実施に関する事

務 

研 修 職員研修に関する事務 

勤 務 報 告 常勤職員の勤務実績報告書の作成に関する事務 

 非常勤職員の勤務実績報告書の作成に関する事務 

施 設 管 理 委託業者との連絡調整に関する事務（検査確認） 

保安、防災、環境の保全に関する事務 

器具、備品保守点検に関する事務 

経 理 事 務 指定事業費などの受領、決算報告に関する事務 

収入（雑収入等）に関する事務 

支払（指定事業費、地区センター委員会事務費等）に関する事務 

物品管理簿に関する事務 

納品の検査、確認に関する事務 

受 付 補 助 受付、案内などに関する事務（非常勤職員との連携） 

そ の 他 区及び区内にある他の区民利用施設との連携、地域の課題や情報の共有化に関する

こと 

 

２ 非常勤職員の業務内容 
 業     務     名 

受 付 事 務 団体利用申込の受付に関する事務 

個人利用申込の受付に関する業務 

利 用 事 務 利用当日の準備（物品の貸出しなど）に関する業務 

確 認 事 務 利用終了後の部屋、物品などの確認に関する業務 

利用終了後の清掃などの確認に関する業務 

閉館時の施設内清掃、戸締り、機器の確認に関する業務 

集 計 事 務 施設利用者の集計に関する業務 

案 内 事 務 施設案内、遊具の貸出しに関する業務 

環 境 美 化 施設内外の清掃、整理整頓に関する業務 

そ の 他 利用物品確認、洗濯（座布団、椅子カバー）アイロン掛けなどに関する業務 

印刷機に関する業務 

施設内飾り付けに関する業務・図書に関する事務 
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（別紙４） 

維持管理業務一覧（参考例（現指定管理者実施）） 

 

 業務 内容 頻度 

電
気
・
機
械
設
備 

設備総合巡視点検 設備巡視点検 １回/月 

電気設備点検 定期点検 ６回/年 

ガスヒートポンプエアコン保

守点検 
定期点検 １回/年 

衛
生
管
理 

害虫駆除  ２回/年 

ウォータークーラー 
水質検査（２検体） 

点検清掃 
１回/年 

建
物
等 

消防用設備点検 定期点検 ２回/年 

昇降機保守点検 定期点検 １回/月 

自動ドア保守点検 定期点検 ４回/年 

機械警備  常時 

機械警備点検  １回/年 

清
掃
等 

清掃業務（日常清掃） 日常清掃 毎日 

清掃業務（定期清掃） 

長尺シート・Pタイル等清掃 １回/月 

フローリング清掃（体育室を除く） ２回/年 

カーペット清掃 ３回/年 

窓ガラス清掃 ６回/年 

料理室レンジフード清掃 ２回/年 

空調機フィルター清掃 ４回/年 

高所換気口カバー清掃（体育室） ６回/年 

網戸清掃 ２回/年 

シャワー室・トイレ壁面タイル清掃 １回/年 

グリストラップ 12回/年 

照明器具清掃 １回/年 

体育室床通風口清掃 ６回/年 

排水管清掃 １回/年 

尿石除去作業 １回/年 

機械室清掃 ２回/年 

植栽剪定・草刈  随時 

運転監視業務  常時 

小破修繕  随時 
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（別紙５） 

維持管理業務一覧（参考例） 

 

 業務 内容 頻度 根拠 

電
気
・
機
械
設
備 

設備維持管理 

包括管理 

運転監視 

日常巡視点検 

毎日 

 

設備総合巡視点検 設備巡視点検 １回/月  

電気設備点検（高圧受電

以上） 

巡視点検 １回/月 
電気事業法上の電気主任技術者業務 

関東電気保安協会等による委託 

定期点検 １回/年  

非常用発電機点検 定期点検 ２回/年 
消防法上、電気事業法上の点検 

専門メンテナンス業者による委託 

直流電源装置点検 定期点検 ２回/年 直流電源装置の専門メンテナンス 

UPS 装置（無停電電源装

置）点検 
定期点検 １回/年 UPS 装置の専門メンテナンス 

中央監視装置点検 定期点検 １回/年 

規模の大きな施設の場合の監視制御

装置の専門メンテナンス業者による

委託 

空調自動制御点検 定期点検 ２回/年 空調自動制御の専門メンテナンス 

空調設備点検 
巡視点検 １回/月 

巡視点検 フィルターの清掃 設備

巡視点検業者 

定期点検 ２回/年 夏冬切替 空調の専門メンテナンス 

熱源機器等点検 定期点検 ２回/年 
冷温水器・ターボ冷凍機・ヒートポンプ・

冷却塔・蓄熱槽等 

ボイラー点検 定期点検 １回/年 

ボイラー（圧力容器）の専門メンテナ

ンス 

定期自主検査 ２回/月 

フロン漏えい点検 

簡易点検 四半期ごと フロン排出抑制法により 

定期点検 
1 回/年(50kw 以上) 

1 回/3 年（7.5ｋｗ

～50ｋｗ未満） 
 

衛
生
管
理 

受水槽及び高置水槽清

掃 
定期清掃 １回/年 水道法及びビル管理法等により 

飲料水水質検査 検査 

１回/６か月 
ビル管理法により（省略不可 11 項目、

重金属等項目 5項目） 

１回/年 
ビル管理法により（消毒副生成物 12

項目） 

給水栓残留塩素検査 検査 １回/週 ビル管理法により 

空気環境測定 測定 １回/２月 ビル管理法により 

清掃等 大掃除 １回/６か月 ビル管理法により 

ねずみ・昆虫等防除 調査 １回/６か月 ビル管理法により 

汚水槽・雑排水清掃 定期清掃 ２回/年 ビル管理法により 

ウォータークーラー 水質検査 １回/年 健康福祉局より指導 

レジオネラ菌分析 水質検査 ２回以上/年 
定期に実施 健康福祉局より指導 

冷却塔の水質検査 

グリストラップ等の清 定期清掃 ４回/年 厨房などの排水設備の清掃 
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掃 
 

 業務 内容 頻度 根拠 

建
物
等 

消防用設備点検 定期点検 ２回/年 
消防法上の点検 

消防設備点検資格業者による点検 

防火対象物定期点検 定期点検 １回/年 消防法第 8条の 2の 2に基づくもの 

放送設備点検 定期点検 １回/年 放送設備の専門メンテナンス 

ガス監視装置点検 定期点検 １回/年 ガス漏れ警報機の専門メンテナンス 

電話交換機点検 定期点検 １回/月 
交換機の専門メンテナンス、電話も含

む 

電気時計点検 定期点検 １回/年 電気時計の専門メンテナンス 

昇降機点検 
定期点検 １回/月 

法令点検 

エレベータ・エスカレータ等の専門メンテ

ナンス業者による委託 

定期点検 １回/年 建築基準法第 12条に基づくもの 

自動ドア点検 定期点検 ４回/年 自動ドアの専門メンテナンス 

監視カメラ点検 定期点検 １回/年 監視カメラの専門メンテナンス 

舞台音響設備点検 定期点検 ２回/年 音響装置の専門メンテナンス 

舞台設備点検 定期点検 ２回/年 
舞台設備（照明・緞帳等）の専門メン

テナンス 

雨水処理装置点検 定期点検 ２回/年 交換機の専門メンテナンス 

非常通報装置点検 定期点検 ２回/年 装置の専門メンテナンス 

機械警備点検  常時 
夜間時や休庁時の警備を自動通報装置に

て警備会社へ連絡する 

機械式駐車場点検 定期点検 １回/月 機械式駐車場の専門メンテナンス 

駐車場ゲート点検 定期点検 １回/年 
ゲート・料金精算機等の専門メンテナ

ンス 

清
掃
等 清掃業務 

日常清掃 毎日 

場内、施設内清掃、ガラス清掃、外溝・

排水ます清掃 

照明器具清掃 

定期清掃 １回/月  

雨水槽清掃 定期清掃 １回/３年 水槽の清掃 

植栽剪定・草刈  ２回/年 剪定・除草 

運転監視業務  常時 

大規模な施設において常時職員が常

駐し、電気機械設備のメンテナンスを

行う。 

小破修繕  随時  
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横浜市上郷地区センターの指定管理業務に関する基本協定書（素案） 

 

横浜市（以下「市」という。）と横浜市上郷地区センター（以下「地区センター」という。）の指定

管理者として指定された○○（以下「指定管理者」という。）とは、次のとおり、指定管理者が行う

業務（以下「本業務」という。）に関し、この基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 

第１章 総則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、地方自治法に基づく公の施設である地区センターの、住民福祉増進に当たって

の重要性を指定管理者が十分に理解及び認識し、市と連携して、適正かつ円滑に管理運営してい

くため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 指定管理者は、民間事業者のノウハウや能力を活用して、公の施設設置の目的を効果的か

つ効率的に達成するという指定管理者制度の趣旨に鑑み、地区センターの管理運営に際しては、

地区センターにおけるサービスの拡充等に貢献するとともに、新たなサービスを積極的に展開し

ていくべき立場にあることを確認する。 

２ 指定管理者は、地区センターにおける市民サービスの継続的かつ安定的提供を担う責任を有す

ることを十分に踏まえ、地区センターの管理運営（以下「本指定管理」という。）の期間（以下「指

定期間」という。）を、責任を持って全うすべき立場にあることを確認する。 

 

（公共性の趣旨の尊重） 

第３条 指定管理者は、地区センターの設置目的、指定管理者の指定の意義及び本指定管理の実施

にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。 

 

（透明性の確保及び説明責任） 

第４条 市及び指定管理者は、公の施設が住民の福祉の増進を目的に設置したものであることを踏

まえ、利用者をはじめとした住民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できる

ように努めるとともに、市民に必要な情報提供等を行うなど、施設の管理運営について透明性の

確保を図り、説明責任を果たすものとする。 

 

（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第６条 市及び指定管理者は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に

※この基本協定書は素案であり、最終的な内容は、指定候補者に提示し、協議の上決定します。 
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履行しなければならない。 

 

（対象施設） 

第７条 本指定管理の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。 

横浜市上郷地区センター 

横浜市栄区上郷町 1173－５ 

２ 指定管理者は善良なる管理者の注意をもって施設の管理運営を行わなければならない。 

 

（指定期間等） 

第８条 指定期間は、令和９年４月１日から令和 14年３月 31日までとする。 

２ 本指定管理に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

 

第２章 本指定管理の業務の範囲と実施条件 

 

（本指定管理の実施により達成すべき目標） 

第９条 指定管理者が、本指定管理の実施によって達成を目指すべき目標は次のとおりとする。 

(1) ○○○○○○○○ 

(2) ○○○○○○○○ 

(3) ○○○○○○○○ 

【特筆すべき提案がある場合はその目標を追加する】 

(4) ○○○○○○○ 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第 10 条 本指定管理において、指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地区センターの施設の利用の許可等に関すること。 

(2) 地区センターの運営に関すること。 

(3) 横浜市地区センター条例（昭和 48年６月横浜市条例第 46号。以下「条例」という。）第２条

第２項に規定する事業の実施等に関すること 

(4) 地区センターの建物及び設備の維持保全及び管理に関すること 

(5) その他市が定める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、本協定及び本協定第 17条にある各規程に定めるとおりとする。 

 

（市が行う業務の範囲） 

第 11 条 次の業務については、市が行うものとする。 

(1) 地区センターの目的外使用の許可 

(2) 地区センターの長寿命化対策や老朽化による大規模修繕及び機能向上等を目的とする改修、

増築、移設に係る業務 

(3) その他法令等において別に定められること 

【第９条について】 
公募要項に記載する「横浜市上郷地区センター関連資

料」の１－(5) 「施設運営の振り返り及び次期指定期間
に指定管理者に求める方向性等」で記載する「①次期指
定期間に指定管理者に求める方向性及び改善すべき課題
等」と「②それに対する指定候補者（管理者）からの提
案内容」等を勘案し、指定管理者と協議のうえ、記載し
ます。 
また【特筆すべき・・・】については、提案時の事業

計画書や第２回選定委員会で指定候補者（管理者）から
特筆すべき提案があった場合に、記載します。 
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２ 指定管理者は、市が行う業務について、その実施のため協力しなければならない。 

 

（近隣対策） 

第 12 条 指定管理者は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行

のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し近隣対策を実施するもの

とする。 

 

（責任者の配置） 

第 13 条 指定管理者は、管理業務を円滑かつ適正に履行するため、地区センターに館長を配置する

ものとする。 

 

（業務従事者） 

第 14条 指定管理者は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。 

２ 市は、指定管理者が配置した業務従事者が、本指定管理を行うことについて正当な理由により

不適当と認めた場合は、理由を付した文書をもって業務の改善を求めることができる。 

３ 指定管理者は、前項の規定に基づく請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じ

なければならない。 

４ 指定管理者は、前項の規定に基づき、業務の改善を行ったことにより、指定管理者の負担する

費用が増加し、又は損害が発生しても、係る増加費用又は損害について市に対し、いかなる費用

の負担も求めることができない。 

 

（業務の範囲又は業務実施条件の変更） 

第 15 条 市又は指定管理者は、必要と認めた場合は、本協定第 10条及び第 11条に定める本指定管

理の業務の範囲の変更を求めることができる。当該変更を求める場合は理由を付した文書をもっ

て行うものとする。 

２ 市又は指定管理者は、前項に定める文書の提出があった場合は、遅滞なく協議に応じなければ

ならない。 

３ 前項の規定に基づく協議の結果により、業務の範囲又は業務実施条件に変更が加えられること

により生じる指定管理料の変更についても協議の対象とする。 

 

（自主事業の実施） 

第 16 条 指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、指定管理者の責任と費用により自

主事業を実施することができるものとする。 

２ 自主事業を実施する場合、指定管理者は事業計画書を事前に市に提出し、承認を得なければな

らない。この場合において、市及び指定管理者は必要な協議を行うものとする。 

３ 市及び指定管理者は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとす

る。 

４ 事業終了後、指定管理者は、市の指定する期日までに自主事業の事業報告書等を市へ提出しな
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ければならない。 

５ 指定管理者は、本条に定める自主事業に係る収入については、本指定管理専用の口座と別の口

座を設け、これを管理するものとする。 

 

第３章 本指定管理の実施 

 

（本指定管理の実施） 

第 17 条 指定管理者は、条例、横浜市地区センター条例施行規則（平成 15年 10月横浜市規則第 93

号。以下「規則」という。）、本協定、各年度に市と指定管理者が協議し締結する協定（以下「年度

協定」という。）、横浜市地区センター指定管理者公募要項（以下「公募要項」という。）、指定管理

者制度における実務手引きのほか、事業計画書等に基づき、誠実かつ円滑に本指定管理を実施す

るものとする。 

 

（法令の遵守） 

第 18 条 指定管理者は、本指定管理の実施に当たり、関係する法令を遵守しなければならない。関

係する主な法令については、次のとおりとする。 

(1) 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）（以下「法」という。） 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

(3) 横浜市地区センター条例（昭和 48年６月横浜市条例第 46号） 

(4) 横浜市地区センター条例施行規則（平成 15年 10月横浜市規則第 93号） 

(5) 横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号） 

(6) 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

(7) 横浜市個人情報の保護に関する条例（令和４年 12月条例第 38号） 

(8) 横浜市暴力団排除条例（平成 23年 12月横浜市条例第 51号） 

(9) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働

者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び雇用保険法等） 

(10) 建物・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法及び建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律等） 

(11) 環境関係法令（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律、

地球温暖化対策の推進に関する法律等） 

(12) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28

年法律第 68号） 

(13) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

(14) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

２ 指定期間中に前項に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を本協定の仕様と

する。 
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（本協定以外の規程の適用関係） 

第 19 条 第 17 条に掲げる各規程の間に解釈上の矛盾又は齟齬が生じた場合、本協定、年度協定、

公募要項、質問回答書、提案書の順に解釈が優先されるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、提案書にて公募要項を上回る水準が提案され、市と指定管理者で協

議の上実施を決定したものについては、これを優先するものとする。 

３ 第 17条に掲げる各規程の記載内容の解釈に疑義が生じた場合には、市及び指定管理者は、協議

の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。 

 

（開館時間及び休館日） 

第 20 条 開館時間及び休館日は、規則第２条及び第３条の規定に基づき、次のとおりとする。 

(1) 開館時間 

ア 月曜日から土曜日 午前９時から午後９時まで 

イ 日曜日、祝日及び休日 午前９時から午後５時まで 

(2) 休館日 

ア 年末年始 12月 28日から１月４日まで 

イ 施設点検日（月１回） 

２ 指定管理者は、休館日又は開館時間の変更を必要とする場合は、市に変更を申し出ることがで

きる。 

３ 市は、前項の申出を受けたときは、特に必要があると認める場合、規則第２条第２項、第３項又

は第３条第２項の規定に基づき、休館日又は開館時間の変更を行うものとする。 

４ 第１項の規定に関わらず、市は、特に必要があると認める場合は、開館時間及び休館日を変更

することができる。 

 

（利用の許可） 

第 21 条 指定管理者は、条例第８条の規定に基づく施設の利用の許可の実施に当たっては、条例、

規則及び横浜市行政手続条例（平成７年３月横浜市条例第 15号）、行政事件訴訟法（昭和 37年５

月 16 日法律第 139 号）、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）等の規定に従わなければなら

ない。 

２ 指定管理者は、利用の許可の実施に当たって疑義がある場合には、市と協議するものとする。 

３ 指定管理者は、市が示す基準に従い施設の優先利用を認めることができる。 

 

（利用者への指導、助言等） 

第 22 条 指定管理者は、利用者の安全で適切な利用のため、利用の相談・問合せ、利用の申込、事

前打合せ及び施設利用等の機会を通じ、必要な指導、助言等を行うものとする。 

 

（事前準備） 

第 23 条 指定管理者は、指定期間の開始に先立ち、本指定管理の実施に必要な資格の保有者及び人

材を確保し、必要な研修を行わなければならない。 
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２ 指定管理者は、本指定管理を遂行するために許認可が必要な場合は、指定管理者の責任におい

て、それを取得しなければならない。また、指定管理者が市に対して、許認可の取得及び届出等に

関する協力を求めた場合には、市は協力に努めることとする。 

３ 指定管理者は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、市に対して施設の立入りを

申し出ることができる。 

４ 市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に

応じるものとする。 

 

（第三者による実施） 

第 24 条 指定管理者は、本協定第 10 条に定める業務の一部について、委託する業務の内容、委託

契約の締結方式及び相手方等に関して予め市と文書により協議し承認を得た上で、第三者に委託

することができる。 

２ 指定管理者がその業務の一部を第三者に実施させることとなる場合は、全て指定管理者の責

任及び費用において行うこととし、当該業務に関し指定管理者が使用する第三者の責めに帰す

べき事由により生じた増加費用及び損害は、全て指定管理者が負担するものとする。 

 

（リース契約）【※ 指定期間を超えたリース契約を締結することが想定される場合のみ記載】 

第○条 指定管理者は原則として指定期間を超えるリース契約を行わないものとする。ただし、市

と指定管理者の協議において、指定期間終了後の取扱いを明確にしたうえで、指定期間を超える

リース契約を締結することができる。 

 

（施設の維持保全等） 

第 25 条 指定管理者は、建物及び設備について、「維持保全の手引」及び「施設管理者点検マニュ

アル」など市が別に定める基準に基づき、適切な維持保全を行わなければならない。 

２ 設備や施設の機能向上に係る改修、増築、移設業務は、市が自己の費用と責任において実施す

るものとする。ただし、市の承認を得た場合、指定管理者は、これらの業務を自己の費用と責任に

おいて実施することができる。 

３ 地区センターの修繕については、１件につき 60 万円（消費税を含む。）以上のものについては

市が自己の責任及び費用において実施するものとし、１件につき 60 万円（消費税を含む。）未満

のものについては指定管理者の責任及び費用負担において実施するものとする。 

また、当該年度中に指定管理者が行う修繕の費用負担が 200 万円を超える際は、市の責任及び

費用において実施するものとする。 

ただし、上記に示す指定管理者の費用負担の金額を超える場合であっても、横浜市との協議に

基づき指定管理者が執行する場合は、この限りではない。また、この場合、指定期間終了後の買取

を求めないことを条件とする。 

４ 指定管理者が前項に規定する地区センターの修繕を行う際は、緊急の場合を除き、市に対して

予告し了承を得るものとする。 

５ 指定管理者は、併設施設との間で施設管理に関する覚書に定めのある場合、保守点検等につい
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ては、その覚書に従って実施するものとし、また、施設管理に係る経費についても、その覚書に従

って負担、支出するものとする。 

 

（電気主任技術者の選任及び届出等） 

第 26 条 指定管理者は、自家用電気工作物の保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し、

経済産業省関東東北産業保安監督部に届け出なければならない。 

２ 指定管理者は、市から指定管理者として指定を受けた施設の自家用電気工作物について、電気

事業法（昭和 39年法律第 170号）第 39条第１項（技術基準の遵守）の義務を果たすものとする。 

３ 市は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、指定管理者が選任

する電気主任技術者の意見を尊重する。  

４ 市及び指定管理者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気主任技術

者がその保安のためにする指示に従うように確約させる。  

５ 市及び指定管理者は、電気主任技術者として選任する者に、当該自家用電気工作物の工事、維

持及び運用に関する保安監督業務を、誠実に行うことを確約させる。 

６ 指定管理者は、併設施設との管理区分上、自家用電気工作物が共有部分に該当する場合は、第

１項から前項までの内容について、他の施設との間で協力し適正に管理を行うものとする。 

 

（緊急時の対応） 

第 27 条 指定期間中、本指定管理の実施に関連し、又は施設において事件・事故若しくは火災、地

震等による損傷等（以下「緊急事態」という。）が発生した場合、指定管理者は直ちに必要な措置

を講じるとともに、市及び関係機関に遅滞なく通報しなければならない。 

２ 指定管理者は、緊急事態が発生した場合は、必要に応じ、その原因を調査し、市に遅滞なく報告

するものとする。当該調査に関し、市は必要な協力を行うものとする。 

３ 指定管理者は、緊急時の連絡網を作成し、市に提出するものとする。 

 

（事件・事故等の防止及び対応体制） 

第 28 条 指定管理者は、事件・事故等を防止し施設の損害等を最小限に止めるため、事件・事故等

の防止及び対応体制等について定めたマニュアル等を作成し、職員を指導しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項のマニュアル等に基づき、随時、施設の安全性やサービス内容について点

検し、必要な措置を講じるものとする。 

３ 指定管理者は、本業務を遂行するにあたり、防火管理者を選任した上で消防計画書を作成し、

所轄の消防署に届出を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第 29 条 指定管理者及び業務従事者は、本指定管理の実施により知り得た秘密及び市の行政事務等

で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

２ 前項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。 
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（個人情報の保護） 

第 30 条 指定管理者は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン（通則編）に基づき、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を

整備するほか、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例その他秘密

保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙２「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならないものとする。 

２ 指定管理者は、市が示す「指定管理者の保有する保有個人データの開示等の請求に関する標準

規程」に準拠して「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な

対応をしなければならない。 

３ 第１項の規定は、本指定管理の終了後においても同様とする。 

 

（情報公開の責務） 

第 31 条 指定管理者は、市が示す「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠して「情報

公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。 

 

（施設のウェブサイトの管理） 

第 32 条 指定管理者は、施設のウェブサイトを設置し、次の情報を掲載しなければならない。 

(1) 指定管理者名 

(2) 施設の事業報告書等が掲載されている市ウェブページのリンク 

(3) 施設の利用要綱や利用案内等 

２ 指定管理者は、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべての

人が安全かつ適切に情報を得られるよう、セキュリティを確保するとともに、「ウェブアクセシビ

リティ仕様書」に基づき、「JIS X 8341-3:2016の適合レベル AA」に準拠したウェブアクセシビリ

ティに配慮しなければならない。 

 

（文書管理） 

第 33 条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければ

ならない。 

 

（人権の尊重） 

第 34 条 指定管理者は、本指定管理の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するととも

に、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度１回以上実施するよう努めなければならない。 

 

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮の提供） 

第 35 条 指定管理者は、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合にお

いて、その実施に伴う負担が過重でないときは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横

浜市職員対応要領」を参考に合理的配慮の提供を行わなければならない。 
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第４章 備品等の取扱い 

 

（指定管理者による備品等の管理等） 

第 36 条 指定管理者は、本指定管理実施の用に供するため、別添の市が所有する備品等（以下「備

品等（Ⅰ種）」という。）を管理する。 

２ 指定管理者は、指定期間中、備品等（Ⅰ種）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本指定管理実施の用に供することができなくなった場合、

指定管理者は、市との協議により、必要に応じて自己の費用により当該備品等を修繕又は調達す

るものとする。修繕は、第 25条第３項の規定に準じ行うものとする。 

４ 前項の場合において、多額の費用を要することなどにより当該備品の修繕が困難なとき又は市

が認めた場合には、指定管理者は、市との協議により、当該備品を廃棄することができる。 

５ 前項の規定に基づき当該備品を廃棄する場合、原則として指定管理者は、同等の機能を有する

備品等を、自己の費用により購入、調達するものとする。ただし、市が購入、調達する場合又は市

が必要ないと認めた場合は、この限りでない。 

６ 指定管理者は、前項の規定により自己の費用により購入、調達した備品等について、市に所有

権を移転するとともに、備品等（Ⅰ種）として管理する。ただし、市が必要ないと認めた場合は、

この限りでない。 

７ 指定管理者は、故意又は過失により備品等（Ⅰ種）を破損滅失したときは、市との協議により、

これを弁償するものとする。 

８ 指定管理者が本業務会計において調達した備品については、備品（Ⅰ種）として物品管理簿に

登載するものとし、その帰属は市のものとする。備品（Ⅰ種）とするにあたっては、寄贈願を市に

提出する。 

９ 指定管理者は、市民等から備品の寄贈申し出を受けた場合は、あらかじめ市と協議し承認を得

た上で、寄贈を受けることができるものとする。 

10 指定管理者は、指定期間中、備品（Ⅰ種）を本業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三者

に権利を譲渡し、又は施設での利用以外の目的で貸与してはならない。 

 

（指定管理者による備品等の購入等） 

第 37 条 指定管理者は、本指定管理の実施のため、自己の費用により備品等を購入又は調達するこ

とができる。 

２ 指定管理者は、自己の費用により購入又は調達した備品等（以下「備品等（Ⅱ種）」という。）を

帳票に記載し、前条に規定する備品等（Ⅰ種）と明確に区別して管理しなければならない。 

３ 前項に規定する備品等（Ⅱ種）は、指定管理者に帰属するものとする。ただし、市と指定管理者

の協議により、市に所有権を移転することを妨げない。 
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第５章 業務実施に係る市の確認事項 

 

（事業計画書等） 

第 38 条 指定管理者は、提案書を踏まえ、市が定めるところにより、市の指定する期日までに次年

度の事業計画書等を市に提出しなければならない。 

２ 事業計画書等作成の際には、運営目標を具体的な指標として設定し、年度末の振り返り時には

達成状況及び目標と実績との差異を踏まえて改善計画を策定し、次年度の目標設定に生かすもの

とする。 

３ 市及び指定管理者は、事業計画書等を変更しようとするときは、市と指定管理者の協議により

決定するものとする。 

 

（事業報告書等） 

第 39 条 指定管理者は、市が定めるところにより、毎年度終了後２か月以内に当該年度の事業報告

書等を市に提出しなければならない。 

２ 前項に定める事業報告書等には、第 45条に定める自己評価の結果も含めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市が年度の途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を

取消した場合は、指定管理者は、指定が取り消された日から 30日以内に当該年度の事業報告書等

を市に提出しなければならない。 

４ 市は、必要があると認めるときは、事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指

定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

 

（業務実施状況等の公表） 

第 40 条 市及び指定管理者は、本協定第 38条から第 39条に定める事業計画書等及び事業報告書等

を公表するものとする。 

２ 指定管理者は、本業務を終了するまでの間、本協定第 38 条から第 39 条に定める事業計画書等

及び事業報告書等の写しを保管し、市民からの求めがあったときは、施設窓口において閲覧に供

しなければならない。 

 

（利用統計） 

第 41 条 指定管理者は、施設の利用者に係る利用統計を作成し、毎月終了後市が指定する日までに

提出しなければならない。 

 

（地区センター委員会） 

第 42 条 指定管理者は、地域の代表や利用者、公募による市民などで構成する地区センター委員会

を設置しなければならない。 

２ 指定管理者は、地区センター委員会を開催し、その意見等を施設の運営に取り入れるものと

する。 
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（利用者会議） 

第 43 条 指定管理者は、利用者代表等からなる利用者会議を開催しなくてはならない。 

２ 指定管理者は、利用者の意見等を施設の運営に取り入れるものとする。 

 

（意見・要望対応） 

第 44 条 指定管理者は電話や FAXその他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えること

のできる体制を整えなければならない。 

２ 指定管理者は意見・要望の対応結果について公表しなければならない。 

 

（自己評価） 

第 45 条 指定管理者は、本業務の遂行について、施設の設置目的や協定書、公募要項等に沿って行

われているか、指標に対する目標値を達成しているか、利用者のニーズに合致したものとなって

いるかを確認するため、市が定める方法で、目標設定を行い、年 1 回以上、自己評価を行わなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、市民及び利用者等に対する調査を実施しようとする場合には、事前に市にその

旨を通知するものとする。市は、この調査に立ち会うことができるものとする。 

３ 指定管理者は、第 1 項に基づく目標設定及び自己評価を行った場合、その結果を市に報告しな

ければならない。 

４ 指定管理者は、第 1 項に基づく自己評価の結果必要があると認められる場合、市と協議の上業

務の改善策を検討し、策定した改善計画を踏まえ、次年度の目標設定を行わなければならない。 

５ 指定管理者は、設定目標、自己評価の結果、改善計画及び改善結果を公表しなければならない。 

 

（修繕報告等） 

第 46 条 指定管理者は、各種点検を経て行った修繕等や、建築局が実施する劣化調査及び二次点検

等に伴い建築局から指摘を受け行った修繕等について、修繕等が終了した場合は速やかに、修繕

年月日、修繕箇所、修繕費、施工者等、修繕内容（修繕工事完成図、工事写真等による）の報告を

市に行わなければならない。 

なお、市から求められた場合は、修繕箇所に修繕年月日が分かるよう表示する。 

 

（本指定管理実施状況の確認及び改善の指示） 

第 47 条 市は、前条までに定めるもののほか、法第 244 条の２第 10 項に基づき、指定管理者に対

して本指定管理の実施状況について随時、報告を求め、また実地について調査するため、施設に

立ち入ることができる。 

２ 指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 

３ 本協定第 39条の規定に基づく報告及び第１項の規定に基づく報告及び実地調査により、指定管

理者の本指定管理の実施内容等が、条例、規則、要綱、その他市が提示する要件等を満たしていな

いと認められる場合、あるいは、本協定第 48条に定める第三者評価により指摘された改善すべき
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点等が速やかに改善されない場合、市は、法第 244条の２第 10項に基づき、指定管理者に対して

業務の改善を指示するものとする。 

４ 指定管理者は、前項の指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じ、その結果を遅

滞なく市に報告しなければならない。 

５ 市は、第１項の点検等の結果並びに前項の改善結果を公表するものとする。 

 

（第三者評価） 

第 48 条 指定管理者は、施設の管理運営に関し評価、検証等を行うことを目的として、市が指定す

る方式による第三者評価（以下「第三者評価」という。）を、指定期間の２年目又は３年目のいず

れかのうち市と指定管理者の協議により定める時期に、１回受審しなければならない。 

２ 指定管理者は、第三者評価を受審するに当たって、市から必要な書類の提出を求められたとき

は、これに従わなければならない。 

３ 第三者評価に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。 

４ 指定管理者は、第三者評価を行った場合、その結果を市に報告しなければならない。 

５ 指定管理者は、第三者評価の結果、業務の遂行について改善すべき点等が指摘された場合、市

と協議の上業務の改善策を検討するとともに、速やかに実行し、改善状況を市に報告しなければ

ならない。 

６ 市は、前２項に定める第三者評価の結果及び改善状況を公表するものとする。 

７ 指定管理者は、第三者評価の結果及び改善状況を公表しなければならない。 

 

第６章 指定管理者の収入等 

 

（指定管理者の収入） 

第 49 条 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、指定管理事業収入、自主事業収入及び雑入

とする。 

２ 指定管理者は、指定管理料、利用料金、指定管理事業収入、自主事業収入及び雑入について、必

要な帳簿を作成し他の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。 

 

（指定管理料） 

第 50 条 市は、本指定管理実施の対価として、各年度の市歳出予算の範囲内で指定管理者に対して

指定管理料を支払う。 

２ 市が指定管理者に支払う指定管理料の額及び支払い方法等は、指定管理者が公募時に提出した

提案書類等による提案額に基づき、年度協定に定めるものとする。 

３ 前項に基づく各年度の協議において、選定時に指定管理者が提案した金額を下回る金額を当該

年度の指定管理料とする場合、指定管理者は、市に対し、文書をもって管理運営の内容の変更に

関する協議を申し出ることができる。 

４ 市は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。 

５ 指定管理者による管理運営が、本協定や公募要項で定めた水準に満たなかった場合、市は、指
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定管理料の減額を行うことができる。 

 

（指定管理料の変更） 

第 51 条 各年度中の物価水準の変動、その他やむをえない事由により、市又は指定管理者が、各年

度の当初に合意した指定管理料が不適当と認めたときは、相手方に対し、文書をもって指定管理

料の変更に関する協議を申し出ることができる。 

２ 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。 

３ 指定管理料変更の要否及び指定管理料の額の変更は、市と指定管理者の協議により定めるもの

とする。 

 

（物価及び賃金水準の変動への対応） 

第 52 条 指定期間中の物価及び賃金水準の変動に応じて、指定管理料を変更し、各年度の指定管理

料を支払うものとする。また、変動分がマイナスの場合も指定管理料に反映するものとする。 

２ 物価及び賃金水準の変動は、原則として当年度及び次年度の指定管理料に反映するものとする。 

３ 市又は指定管理者は、社会情勢の著しい変動等により、物価及び賃金水準の変動を指定管理料

に反映することが不適当と認めた場合には、相手方に対して協議を申し出ることができる。 

４ 市及び指定管理者は、前項に定める協議の申し出があった場合は、これに応じなければならな

い。 

５ 指定管理料への反映の有無については、市と指定管理者の協議により定めるものとする。 

６ 賃金水準の算出における年度途中の基礎単価及び人員配置の変動に伴う人件費の変更について

は指定管理者の負担とする。なお、次年度以降にわたるような恒常的かつ大幅な変更については、

別途協議するものとする。 

 

（ニーズ対応費） 

第 53 条 指定管理者は、本協定第 50 条に基づき市が支払う指定管理料の内、指定管理者が公募時

に提出した提案書類等による利用料金の収入見込額の３分の１に相当する金額については、利用

者ニーズに対応するための費用として、執行しなければならない。 

 

（利用料金） 

第 54 条 指定管理者は、条例第９条第１項の規定に基づき、施設の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を、指定管理者の収入として収受することができる。 

２ 指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。 

３ 指定管理者が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、市又は市が指定するもの

に円滑に引継ぎを行うものとする。 

４ 利用料金の額は、条例第９条第２項の規定で定める額の範囲内において、市の承認を得て指定

管理者が定めるものとし、必要に応じて市と指定管理者の協議を行うものとする。 

５ 指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに３か月以上の周知期間を設

けなければならない。ただし、指定当初に従前の料金を変更すること無く利用料金の承認申請を
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行う場合は、料金の承認後速やかに周知を行うものとする。 

６ 指定管理者は、条例第 10条及び規則第７条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除す

るものとする。 

 

（公租公課） 

第 55 条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特段の規定がある場合を除き、す

べて指定管理者の負担とする。 

 

（管理口座） 

第 56条 指定管理者は、本指定管理の実施に係る収入及び支出を適正に管理することを目的として、

本指定管理専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。 

２ 指定管理者は、本協定第 54条第３項に定める指定期間外の利用に係る利用料金収入については、

前項で規定する口座と別の口座を設け、これを管理するものとする。 

 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 

（損害賠償等） 

第 57 条 指定管理者は、故意又は過失により本指定管理を実施する建物・設備を損傷し、又は滅失

したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由

があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

２ 市の責めに帰すべき事由により指定管理者に損害が生じた場合は、指定管理者は当該損害の賠

償を市に請求することができる。 

 

（第三者への賠償） 

第 58 条 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じ

た場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害

（次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。）のうち市の責めに帰すべき事

由により生じたものについては、市が負担する。 

２ 前項ただし書きの場合で、市及び指定管理者の負担の割合が不明なときは、両者の協議により、

負担の割合を定める。 

３ 市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に発生した損害について、指定管理者に

代わって第三者に賠償した場合、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を指定管理者

に対して求償することができる。 

 

（保険） 

第 59 条 指定管理者は、指定期間中、指定管理者を被保険者、横浜市を追加被保険者とする指定管

理に対応した施設賠償責任保険に加入しなければならない。なお、対人補償の保険金額は１億円

以上とする。 
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２ 前項で規定する以外の保険の加入については任意とする。 

３ 指定管理者は、当該保険契約の締結後速やかに、前２項に定める保険契約書及び保険証書の写

しを、市に提出するものとする。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第 60 条 不可抗力の発生により市又は指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある

場合、指定管理者は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加

費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

（不可抗力によって発生した損害等の費用負担等） 

第 61 条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失又は増加費用が発生した場合、指定管

理者は文書で当該内容を市に報告しなければならない。 

２ 市は、指定管理者からの報告に基づき、当該損害等についての調査を行い、当該費用について

合理性の認められる範囲で、その費用を負担するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して市に損害、損失又は増加費用が発生した場合、当該費用は市が負担

するものとする。 

 

（不可抗力による業務実施の一部免除） 

第 62 条 不可抗力の発生によって本指定管理の一部の実施ができなくなったと認められる場合、指

定管理者は不可抗力により受ける影響の限度において、本協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 指定管理者が不可抗力により本指定管理の一部を実施できなかった場合、市は、指定管理者と

協議のうえ、指定管理者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分について、指定

管理料から減額することができるものとする。 

３ 前項の規定に基づき、市は、指定管理者に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求める

ことができる。 

 

第８章 指定期間の満了 

 

（業務の引継ぎ等） 

第 63 条 指定管理者は、指定期間の満了若しくは本指定管理の取消に際し、本施設の管理運営が遅

滞なく円滑に実施されるよう、市又は市が指定するものに対する引継ぎ等を行わなければならな

い。 

２ 市は、必要と認める場合には、本指定管理の終了前に、指定管理者に対し、市又は市が指定する

ものによる本指定管理の内容等についての調査を申し出ることができるものとする。 

３ 指定管理者は、市から前項の調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ

の申出に応じなければならない。 

４ 第１項の規定による本指定管理の引継ぎ等に関する費用は、指定管理者の負担とする。 

５ 施設のウェブサイトのアドレスは新指定管理者に引き継ぐものとする。引継ぎが困難な場合は、
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アドレスが変更になった旨を旧サイトに掲載し、一定期間（概ね１年間）新サイトに利用者を誘

導するよう努めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第 64 条 指定管理者は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準とし、本指定管理の実施を

行う建物、設備を原状に回復し、市に明け渡さなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は施設の原状回復は行わずに、別

途市が定める状態で市に対して明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等及び文書等の扱い） 

第 65 条 本指定管理終了に際し、備品等の扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 備品等（Ⅰ種）について、指定管理者は、市又は市が指定するものに対して引き渡さなけれ

ばならない。 

(2) 備品等（Ⅱ種）について、指定管理者は、原則として自己の責任と費用において撤収するも

のとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又

は市が指定するものに対して備品等（Ⅱ種）を引渡すことができるものとする。 

２ 消耗品、その他の物品類の扱いについては、前項に準じ、市と指定管理者の協議の上決定する

ものとする。 

３ 本指定管理終了に際し、本指定管理の実施に必要な文書等について、指定管理者は、市又は市

が指定するものに対して引き渡さなければならない。 

４ 指定管理者は、指定管理者が保有する個人情報を、市又は市が指定するものに対し引き継ぐ際

には、漏えいのないように確実に引き継がなければならない。また、保有する必要のなくなった

個人情報は、適切な手段で速やかに廃棄することとし、指定管理者が独自のシステム等を利用し

ていた場合には、引継ぎや廃棄を確実に行うものとする。 

 

第９章 指定取消及び業務の停止等 

 

（市による指定の取消等） 

第 66 条 市は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第 244条の

２第 11 項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることができる。 

２ 前項の指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときとは、次の場合と

する。 

(1) 指定管理者が当該施設の条例又は本協定の規定に違反したとき 

(2) 指定管理者が法第 244 条の２第 10 項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに

応じず又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき 

(3) 指定管理者が法第 244条の２第 10項の規定に基づく市の指示に従わないとき 

(4) 指定管理者が当該施設の公募要項に定める資格要件を失ったとき 
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(5) 申込みの際に指定管理者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき 

(6) 指定管理者の経営状況の悪化や組織再編行為等により管理業務を継続することが不可能又

は著しく困難になったと判断されるとき 

(7) 指定管理者の本指定管理に直接関わらない法令違反等により、当該団体に管理業務を継続さ

せることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき 

(8) 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理業務が行われないとき 

(9) 不可抗力により管理業務の継続が著しく困難になったと判断されるとき 

(10) 指定管理者から、次条に基づく指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求め

る書面による申し出があったとき 

(11) 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき 

(12) その他、指定管理者による管理を継続することが適当でないと市が認めるとき 

３ 第１項の規定により指定を取消し、又は本指定管理の全部若しくは一部の停止を命じた場合に

おいて、指定管理者に損害又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。 

４ 市は、第１項の規定により、年度途中において、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務

の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している当該年度の指定管理

料の全部又は一部の返還を求めることができる。 

５ 第１項の規定により指定の取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、

指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害が生じたときは、指定管理者は市に対して賠償

をしなければならない 

 

（指定管理者からの指定取消等の申出） 

第 67 条 指定管理者は、市が本協定の内容を履行せず、又はこれらに著しく違反した場合、市に対

して指定取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止を申し出ることができる。 

２ 市は前項の申出を受けた場合、指定管理者への協議を経てその措置を決定するものとする。 

３ 第１項の申し出に基づき、市が指定管理者の指定を取消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたときは、指定管理者が既に受領している指定管理料について、市と指定管理者の

協議によりその返還する額を決定するものとする。 

４ 第１項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において、市が指定管理者に損害を及ぼしたときは、市はその損害を賠償す

るものとする。 

５ 第１項の申出に基づき、市が指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じたことにより市が被る損害及び増加費用について、指定管理者はその賠償の責めを

負わない。 

 

（不可抗力による指定の取消等） 

第 68 条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生に起因した事故等により、本指定管理の継続等が困

難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消又は管理業務の全部若しくは一部の停止に関す

る協議を求めることができるものとする。 
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２ 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は、指定の取消又は管理業務の全部若

しくは一部の停止を行うものとする。 

３ 前項の指定の取消によって指定管理者に発生した損害及び増加費用は、合理性が認められる範

囲で市が負担することを原則として、市と指定管理者の協議により決定するものとする。 

 

（指定取消時の取扱い） 

第 69 条 第 63条から第 65条までの規定は、第 66条から第 68条までの規定により本指定管理が終

了した場合に、これを準用する。ただし、市及び指定管理者が合意した場合は、この限りでない。 

 

（指名停止） 

第 70 条 指定管理者が本市指名競争入札に参加する資格を有する者であり、横浜市指名停止等措置

要綱第２条別表第１から別表第３までの各号に掲げる措置要件の一に該当する場合は、当該各号

に定めるところにより期間を定め、指定管理者について、指名停止を行う。 

 

第 10章 その他 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第 71 条 指定管理者は、本協定及び年度協定に基づいて取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、

承継させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。 

 

（連絡調整） 

第 72 条 指定管理者は、本指定管理を円滑に履行するため、市及び関連機関との情報交換や業務の

調整を図るものとする。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第 73 条 本協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に

特別の定めがある場合又は市が特別に認めた場合を除き、文書により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して市と指定管理者間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合

を除き、計量法（平成４年法律第 51号）の定めるところによる。 

 

（災害等発生時の対応） 

第 74 条 指定管理者は、横浜市震災対策条例（平成 25 年２月横浜市条例第４号）第８条に定める

事業者としての基本的責務及び横浜市防災計画及び栄区防災計画に基づく施設の管理者としての

責務を果たさなければならない。 

２ 指定管理者は、災害等の発生時における市による施設の使用に関して、市との間で「災害時等

における施設利用の協力に関する協定」（以下「災害時協定」という。）を締結し、災害等の発生時

には当該協定に基づき適切に対応しなければならない。 
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３ 指定管理者は、市が作成する「指定管理者災害対応の手引き」（以下「災害対応手引き」という。）

に基づき、災害等発生時の体制を整備するものとする。 

４ 指定管理者は、災害等の発生時には、「災害時協定」及び「災害対応手引き」に規定のない事項

であっても、被災者の援助活動等に関して市が協力を求めた場合には、市に協力するよう努める

ものとする。 

 

（廃棄物の対応） 

第 75 条 指定管理者は、施設から発生する廃棄物の抑制に努めるとともに、横浜市役所の分別ルー

ルに沿って適切に分類を行い、可能な限り資源化していくなど「横浜市一般廃棄物処理基本計画」

等に沿った取組を推進するものとする。 

 

（市内中小企業への優先発注等） 

第 76 条 指定管理者は、横浜市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の工事の発注、物品

及び役務の調達等にあたっては、本市のウェブサイトに掲載されている有資格者名簿等を参考に

市内中小企業への優先発注に努めるものとする。 

２ 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の発注状況につ

いて調査を行うことができる。 

３ 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとす

る。 

 

（障害者雇用促進の取組） 

第 77 条 指定管理者は、障害者の雇用の促進等に関する法律の基本的理念を踏まえ、障害者雇用の

促進に努めるものとする。 

２ 市は、本施策の取組状況を把握するために、指定管理者に対して、指定期間中の障害者雇用の

状況について調査を行うことができる。 

３ 指定管理者は、前項の調査について市に提出を求められた場合は、遅滞なく報告するものとす

る。 

 

（財務状況の確認） 

第 78 条 市は、各年度に１回、指定管理者に対して選定時と同様の財務状況の確認を行うものとす

る。 

２ 指定管理者は、前項の確認実施にあたり、市から財務諸表等の財務関係書類の提出を求められ

た場合、速やかに必要書類を市に提出しなければならない。 

３ 市は、財務状況の確認を実施した結果について、遅滞なく指定管理者に通知するものとする。 

４ 市は、指定管理者の財務状況を確認した結果、本施設の管理運営に支障が生じると判断した場

合は、指定管理者に対して、必要な改善指導を行うことができる。 

５ 市は、前項の改善指導を行ったにも関わらず、指定管理者の財務状況の改善が見込まれないと

判断した場合は、本協定第 66条に基づく指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
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くは一部の停止を命ずることができる。 

 

（市による施設の利用） 

第 79 条 指定管理者は、市が選挙その他必要な業務での施設の利用を申し出た時は協力しなければ

ならない。 

 

（その他市政への協力） 

第 80 条 指定管理者は、その他環境対策や区局の運営方針等、市政に関して協力するよう努めるも

のとする。 

 

（組織再編行為等が生じた場合の対応） 

第 81 条 指定管理者は、組織再編行為、事業譲渡、買収、法人格取得その他の行為（以下「組織再

編行為等」という。）により、法人格若しくは団体の基礎となる事項又は業務内容等の変更が見込

まれる場合は、その旨を直ちに市に報告するとともに、次に掲げる書類を提出しなければならな

い。 

(1) 報告内容の概要及び今後のスケジュール 

(2) 変更後の事業計画に関する資料 

(3) 報告に関係する全ての法人等の定款又はこれに類するもの 

(4) 報告に関係する全ての法人等の法人登記に係る全部事項証明書又はこれに類するもの 

(5) その他市が必要と認めて指示する書類 

２ 指定管理者が、指定管理に関連する業務を、第三者（以下「新法人等」という。）に承継させる

ことになる場合は、指定管理者は、新法人等に、前項各号の書類を市に提出させるとともに、市、

指定管理者及び新法人等（新法人を設立しようとする者を含む。以下同じ。）との協議の場を調整

し、設けなければならない。 

３ 市は、前２項に基づき提出された資料及びこれに基づく協議の状況並びにその他の諸状況を総

合的に考慮し、必要な対応や手続を検討し、その結果を指定管理者に伝えるものとする。 

４ 指定管理者及び新法人等は、公の施設の管理者が負う責任の重大性を踏まえ、当該施設を利用

する市民への影響等を十分に考慮し、第２項の協議に誠実に対応しなければならない。 

５ 第１項に規定する各行為及びそれに対する市の対応の結果生じた指定管理者又は新法人等の経

済的負担及び損害については、第２項の承継の申し出に基づき市が新法人等を指定管理者に指定

するか否かにかかわらず、それぞれが負担しなければならない。 

６ 指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、市が必要な対応をするために発生する次の

費用は、指定管理者又は新法人等に負担させることができる。 

(1) 選定評価委員会等への諮問のために必要となる委員報酬等の費用 

(2) 弁護士等の専門家への相談のために必要となる謝金等の費用 

７ 前項の費用の内訳、支払い方法及び支払い時期等の詳細は、市が定めて指定管理者に通知する。 

８ 第６項は、指定管理者側の事情により市に発生する実費を請求できる旨を定めるものであり、

本協定第 66 条第５項に基づく損害賠償請求は、これとは別に求めることができる。 
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（リスクの分担） 

第 82 条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は公募要項に別途記載があるもの

を除き、別紙３に示すリスク分担表のとおりとする。 

２ 前項の市と指定管理者の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、

当該第三者が特定できる場合、指定管理者は、当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるもの

とする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、市と指定管理

者間で協議の上、対応を決定する。 

 

（協定の変更） 

第 83 条 本指定管理に関し、本指定管理の前提となる条件若しくは内容が変更されたとき又は特別

な事情が生じたときは、市と指定管理者の協議により本協定の規定を変更することができるもの

とする。 

 

（解釈） 

第 84 条 市が、本協定に基づき書類の受領、通知若しくは調査を行い、又は説明若しくは報告を求

めたことをもって、市が指定管理者の責任において行うべき本指定管理の全部又は一部について、

その責任を負うものと解釈してはならない。 

 

（疑義についての協議） 

第 85 条 本協定に特別の定めのない事項又は本協定の条項について疑義を生じた場合は、市と指定

管理者の協議によりこれを定めるものとする。 

 

本協定を証するため、本書を２通作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和 年 月 日 

 

市   横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

横浜市 

横浜市長 ○○ ○○   印 

 

指定管理者  横浜市○○区○○町○丁目○番 

株式会社○○ 

代表取締役 ○○ ○○     印 
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別紙１ 用語の定義 

用語 用語の定義 

公の施設 

地方自治法第244条第１項に基づき、普通地方公共団体（都道府県及び市

町村）が、住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するために設ける

施設のことをいう。 

目的外使用 

市が有する行政財産について、地方自治法第238条の４第７項に基づき、

その用途又は目的を妨げない範囲で、市が許可することによって、当該財

産の目的以外に使用することをいう。 

 

 

 

 

別紙２ 個人情報取扱特記事項 

 （素案では省略） 
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別紙３ リスク分担表 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 
指定 

管理者 

分担 

(協議) 

指定管理者 

(負担限度付) 

物価変動 

物価の変動に伴う経費の増加 ※１ ○    

社会情勢の著しい変化による急激な物価上昇等、施設の収支計画

に多大な影響を与えるもの 
  ○  

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加 ※２ ○    

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○   

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○   

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更   ○  

税制変更 

消費税（地方消費税を含む。）率等の変更   ○  

法人税・法人住民税率等の変更  ○   

事業所税率等の変更   ○  

それ以外で管理運営に影響するもの   ○  

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによるもの ○    

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ

るもの 
 ○   

管理運営内容の 

変更 

市の政策による期間中の変更 ○    

指定管理者の発案による期間中の変更   ○  

組織再編行為等 
指定管理者に組織再編行為等が生じたことにより、必要な対応を

するために市に発生する費用 
 ○   

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動   ○  

それ以外のもの  ○   

管理運営の 

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

それ以外のもの   ○  

施設等の 

損傷及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

指定管理者が設置した設備・備品  ○   

それ以外のもの 

（上段：１件当たり、下段：年間合計） 

   60 万円 

   200 万円 

利用者等への 

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○    

指定管理者に帰責事由があるもの  ○   

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三者等に帰責事由が

あるもの 
  ○  

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○    

不可抗力※３ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○    

不可抗力による管理運営の中断   ○  

※１ 物価変動への対応：消費者物価指数（生鮮食品を除く総合・横浜市）の変動率に基づき影響額を算定し、
当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※２ 賃金水準変動への対応：神奈川県最低賃金額又は民間給与実態調査（横浜市人事委員会事務局公表）の
変動率に基づき影響額を算定し、当年度及び翌年度の指定管理料に反映する。 

※３ 不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、
ストライキ及び感染症等の流行など 


